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章
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１ ０．

１１ ．発生材 の処 理

足場

契約不適合責任期間 受け渡し完了の日から １ ヶ年間

電気設備 工事特 記仕様書

工 事 を 施 工 し な い 日 の 指 定 　 　 　 　 有 （ 下 記 の 期 間 ） 　 　 ・ 　 無

工 事 名 称

工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 期 間

工 事 を 施 工 し な い 時 間 帯 の 指 定 　 　 有 （ 下 記 の 時 間 帯 ） 　 ・ 　 無

福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課

工 事 名

図 面 名 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ １ ）

Ｅ -０ １

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事

契 約 締 結の 翌 日 か ら 令 和 　 ○ ○ 年　 ○ ○ 月 　 ○ ○ 日 ま で

福岡市○○区○○○○○○○○○○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ に 伴 う電 気 工 事 一式

○○○○○○○○○○工事

主 任技術 者等

内 訳書及 び実 施工 程表

電 気工作 物

施 工 計 画 書 ， 承 諾 図

申請 手続 き及 び費用

工事 用電 力・ 水

部分 払　６．

　２ ．

　５ ．

　４ ．

　３ ．

　７ ．

　８．

　９．建設 発生 土の 処分方 法

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

１３．産 廃処 理対象 物

２ ８．盤 類の ハン ドル

た 場 所 に 整 理 の う え 、 引 渡 書 （ 任 意 様 式 ） を 添 え て 建 物 管 理

者 に引 渡す ことと し、 引渡し を要 しな い物は すべ て構 外に

搬 出し 、関 係法令 に従 い適切 に処 分す ること 。又 、Ｐ ＣＢ

使 用機 器の取 扱に つい ては「 ＰＣ Ｂ使 用電気 機器 の処理 要

　建 設リサ イク ル法 の対象 とな る場 合は、 これ によ り適切 に

領 」によ る。

　・ 有　　 ・無

　 ・ 有 　 　 ・ 無

　・ 有　　 ・無

　 　 ・  本 工 事 　 　 　 　 　 ・  別 途 工 事

　 本工 事で 生じた 発生 材で、 引渡 しを 要する 物は 指示 され

　 ・引渡 しを 要す るもの

　 本 工 事 に 使 用 す る 機 材 等 は 、 建 設 材 料 ・ 設 備 機 材 等 品 質

性 能 評 価 事 業 の 設 備 機 材 等 評 価 名 簿 （ 最 新 版 ） に よ る ほ か 、

同 等 品 以 上 と す る 。 た だ し 、 同 等 品 以 上 と す る 場 合 に

監 督 員 の 承 諾 を 受 け る 。

　 　 ・  提 出 す る 　 　 　 　 　 　 ・   提 出 し な い

建設 業法 で定 める者 。

受 注 者 の 負 担 と す る 。

２１ 日を経 過す る日 とする 。

　 部 分 払 を 請 求 す る 場 合 は 、 市 長 を 被 保 険 者 と す る

出 来 高 金 額 に 見 合 う 火 災 保 険 そ の 他 保 険 に 加 入 す る こ と 。

　 施 工 着 手 前 ま で に 提 出 す る こ と 。

保 険 期 間 の 終 期 は 、 工 事 完 成 期 限 の 日 か ら 起 算 し て

　 原 則 と し て 、 本 工 事 に 必 要 な 工 事 用 電 力 、 水 は す べ て

　 本 工 事 に 必 要 な 関 係 官 公 庁 、 事 業 会 社 等 に 対 す る 申 請 書

類 の 作 成 、 提 出 及 び 手 続 き の 一 切 を 代 行 す る 。

こ れ に 要 す る 費 用 は （  ・  別 途 と す る 　 ・  本 工 事 に 含 む ）

電力会社等の工事負担金は（ ・別途とする　・本工事に含む）

　 　 ・  構 内 敷 な ら し 　 　 ・  構 内 指 示 の 場 所 に た い 積

　 　 ・  一 般 電 気 工 作 物 　 　 　 ・ 　 自 家 用 電 気 工 作 物

　 　 ・  指 定 処 分 （ 受 入 条 件 は 下 記 の と お り と す る 。 ）

　 　 　  受 入 場 所 　 名 称 : 〇 〇 　 住 所 : 福 岡 市 〇 〇 区 〇 〇

　 　 　  運 搬 距 離 　 受 入 地 ま で の 距 離 は 〇 〇 ｋ ｍ と す る 。

処理 するこ と。 又、 これに 基づ き契 約書の 別紙 の事 項の記 載

事項 が必要 にな る。

　・ 有　　 ・無

　 工 事 に よ り 発 生 し た 廃 棄 物 （ 梱 包 材 ・ 残 材 含 む ） は 受 注 者

の責任 にお いて 適切に 処理 し、不 法投 棄し ないこ と。

水銀使 用製 品（ 蛍光管 ，水 銀ラ ンプ等 ）は 、水 銀また はそ の

化 合物 が大 気中に 飛散 しな いよう に適 正に 処理す るこ と。

　 屋 外 　 ・  Ａ １ ３ １ ０ （ タ キ ゲ ン ） 相 当

　 屋 内 　 ・  Ａ １ ３ １ ０ （ タ キ ゲ ン ） 相 当 ・  Ａ １ ４ ０ （ タ キ ゲ ン ） 相 当

１ ．建 物概要

消 防法 施行令

別 表第 一の区 分（㎡ ）

延面 積
建物 名称 構造 階数 備　 考

（１ ）共 通仕 様

２ ．工 事仕様

　　事 項は 、原 則とし て国 土交 通省大 臣官 房官 庁営繕 部監 修の 公共建 築工 事標 準仕様 書電 気設 備

　　 　工事 編（ 最新 版）、 公共 建築 改修工 事標 準仕 様書電 気設 備工 事編（ 最新 版） 、公共 建築 設備

　 　 　 工 事 標 準 図 電 気 設 備 工 事 編 （ 最 新 版 ） 、 日 本 電 気 協 会 編 「 内 線 規 定 」 、 「 高 圧 受 電 設 備 規 程 」

 及 び 「 建 築 設 備 工 事 施 工 の 手 引 き （ 福 岡 市 制 定 ） 」 （ 最 新 版 ） に よ る 。

（ ２） 特記仕 様
　 　　 特記事 項の うち 選択す る事 項は ・のつ いた もの を適用 する 。

○○ ○○

Ｒ０７．０４

日 付 Ｒ ７ ． ４

同 上 に 伴 う 下 地 補 強

 （ ・ の つ い た も の を 適 用 す る 。 ）

衛  生 工 事建  築  工  事 空  調 工 事

　 　 ・ 　 建 築 工 事 　 　 　 ・ 　 衛 生 工 事 　 　 　 ・ 　 空 調 工 事 　 　 ・ 　 昇 降 機 工 事 　 　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

本　工 　事取 　合 　区　 分

埋 込 型 分 電 盤 、 端 子 盤 、 プ ル ボ ッ ク ス の 仮 枠

同 上 に 伴 う 補 強

同 上 に 伴 う 補 強

は り 、 床 、 壁 、 貫 通 ス リ ー ブ

天 井 埋 込 器 具 取 付 箇 所 の 天 井 ボ ー ド 切 込

発 電 機 の 基 礎

自 立 盤 、 ト ラ ン ス の 基 礎

テ レ ビ ア ン テ ナ マ ス ト の 基 礎

配 線 ピ ッ ト

同 上 用 蓋

テ レ ビ ア ン テ ナ マ ス ト の 基 礎

配 線 ピ ッ ト

同 上 用 蓋

照 明 器 具 、 幹 線 等 の 吊 ボ ル ト 用 イ ン サ ー ト

別 途 機 器 等 へ の 接 続 （ 直 接 接 続 に 限 る ）

点 検 口

空 調 室 外 機 電 源 工 事

空 調 室 内 機 電 源 工 事

天 井 補 修

給 湯 器 の 接 地

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

　・ 　 　・ 　 　・ 　 　・　

他 工 事 と の 取 合 区 分　 ８ ．

別 途 工 事７ ．

１ ４．工事 写真

１ ５．完 成図 書等

　 工 事 写 真 は 、 福 岡 市 工 事 検 査 要 領 に 基 づ く 「 福 岡 市 建 築

完成 図書等 の作 成は、 「完 成図 書等作 成要 領（ 設備工 事編 ）

」（ 最新版 ）に よるも のと し、 工事期 間内 に速 やかに 必要 部

数を 監督員 に提 出する こと 。

設 備 工 事 写 真 撮 影 要 領 」 ( 最 新 版 ) に よ る こ と 。

１ ６．下請 負人 （建 設重機 械使 用）

通 知書

１ ７．建 設 重 機

　 施工 に際し て、 クレ ーン類 （吊 り上げ 能力 ２０ ｔｏｎ 以

上 ）を 使用す る場 合は 書面を もっ て監督 員に 通知 するこ と。

排 出 ガ ス 対 策 型 、 低 騒 音 型 を 使 用 す る こ と 。

建 設業 退職 金共済 制度

１９ ．配管・ 配線 その 他

２０ ．

２１ ．呼 び線

表 示

２２ ．寸法

２ ３．再 使用 機器

２４ ．絶縁 測定

２５ ．電 線の 保護

２ ６．露 出配 管の塗 装

　 改修 にか かわる 電路 につ いては 、施 工前 に絶縁 抵抗 を測

　 取り はず し再使 用機 器は 、清掃 及び 絶縁 測定の うえ 取り

　 寸法 は図 面表示 と多 少相 違して もよ い。

示 する こと 。

定 し監 督員 に報告 する こと 。

付 ける こと 。

ト に は 用 途 名 を 表 示 す る こ と 。

回 路毎 に結 束し、 判断 し難 いもの には 区間 名及び 線種 名を 表

　 また 、プ ルボッ クス 、制 御盤、 端子 盤等 内の電 線に は各

　 プル ボッ クス及 びジ ョイ ントボ ック ス等 のカバ ープ レー

し 、監 督員 と協議 のう え変 更する こと が出 来る。

） の配 管、 配線で その 経路 、サイ ズ、 本数 は設備 機能 を優 先

　 分電 盤、 制御盤 以降 、及 び各通 信機 器間 （幹線 部分 を除 く

と する 。（塗 装仕 様を 変更す る場 合は 、監督 員と 協議す る

ま た、 貫通 部分の 配線 は金 属管等 で保 護す ること 。

　 特記 のな い露出 部分 の配 線はメ タル モー ルにて 保護 する 。

塗 料は ホルム アル デヒ ドを含 まな いも のを使 用す るこ と。

こ と。 ）ただ し、 シッ クハウ ス対 策の ため居 室内 に使 用する

ビ ニル 被覆 鉄線を 通線 し行 先を表 示す るこ と。

　 長 さ １ ｍ 以 上 の 入 線 し な い 電 線 管 に は １ . ２ ｍ ｍ 以 上 の

「建築 設備 工事施 工の 手引 き( 福岡 市制定 ) 」( 最新 版) 参照 。

　 屋内 は普 通塗装 、屋 外は 耐候性 塗装 ( 塩 害地 区は 耐塩塗 装)

　た だし 、収納 書を 提出 できな い事 情が 認めら れる 場合 は

掛金 収納 書を契 約後 １ヶ 月以内 と完 了時 に提出 する こと 。

　建 設業 退職金 共済 制度 の対象 作業 員を 雇用し た場 合は 、

報告 書に 理由を 記載 のう え提出 する こと 。

１８．

標 準塗装 色( 電線 管、 盤等 ) 電気 室・ 機械室 　５ Ｙ７ ／１　 　一 　般 　２. ５Ｙ ９／ １

ただ し、建 築意 匠に合 わせ る必 要があ る場 合、 監督員 と協

議の こと。

２７ ．

　 　 現 場 説 明 書 （ 現 場 説 明 に 対 す る 質 問 回 答 書 を 含 む ） , 特 記 仕 様 書 及 び 図 面 に 記 載 さ れ て い な い

た だ し 、 キ ュ ー ビ ク ル に つ い て は 監 督 員 と 協 議 の こ と 。

900× 900× 1. 5ｔＡ 種 、 Ｂ 種 、 Ｃ 種 は 銅 板  　 　 　 　 　 （ 金 属 製 埋 設 標 ） 、 Ｄ 種 は

10φ × 1, 000× 必 要 本 数 （  ・  金 属 製 埋 設 標  ・  樹 脂 製 埋 設 標 ） と す る 。銅 棒

た だ し 、 現 場 条 件 に 合 わ せ て 監 督 員 と 協 議 の 上 変 更 を 行 え る も の 。

接 　 地 　 工 　 事２ ９ ．

防火区画を貫通する管は，関係法令に基づき適切に処理すること。防 火 区 画 貫 通 部 の 処 理３ ０ ．

工 事 標 示 板 工 事 標 示 板 は 現 場 の 出 入 口 等 の わ か り や す い 場 所 に 設 置 し 、 建 設 業

許 可 票 等 の 標 示 板 に つ い て は 関 係 法 令 等 に 基 づ き 設 置 す る こ と 。

「 貸 与 す る Ｃ Ａ Ｄ デ ー タ を 当 該 工 事 に お け る 施 工 図 及 び 、

　 ・ 有 　 　 ・ 無Ｃ Ａ Ｄ デ ー タ

づ く 完 成 図 、 施 工 図 の Ｃ Ａ Ｄ デ ー タ 著 作 権 は 本 市 に 帰 属 す る 。

完 成 図 を 作 成 す る た め 以 外 に 使 用 し て は な ら な い 。 こ れ に 基

請 負 金 額 ５ ０ ０ 万 円 以 上 の 工 事 は 、 当 該 工 事 に 関 す る デ ー 　

登 録 し 、 登 録 済 み の 受 領 書 の 写 し を 監 督 員 に 提 出 す る こ と 。

タ を （ 一 財 ） 日 本 建 設 情 報 総 合 セ ン タ ー （ Ｊ Ａ Ｃ Ｉ Ｃ ） に
（Ｃ ＯＲ ＩＮＳ ）

 登 録 の 項 目 受 注 時 、 竣 工 時 、 途 中 変 更 時 、 訂 正 時

ま た 、 貸 与 し た Ｃ Ａ Ｄ デ ー タ は 工 事 完 成 ま で に 返 却 す る こ と 。

３ １ ．

３２．工事実 績情 報の 登録

ＣＡＤ デー タの貸 与３３ ．

３ ４ ．電 子 納 品 の 対 象 ・  対 象 と す る 　 　 ・ 対 象 と し な い

３ ５ ．施設台帳（電子データ）の作成 ・  有 　 　 　 　 　 　 ・ 無

３ ６ ．

保 証 す る （ 期 間 ・ 部 品 等 に つ い て ） 保 証 書 を 提 出 す る こ と

機 器 に つ い て は ， 工 事 の か し 担 保 期 間 に 関 わ ら ず 製 造 者 が保 証 書 の 提 出

３ ７ ． 第 １ 条 　 施 工 体 制 の 確 認 方 法

本 工 事 の 施 工 体 制 の 確 認 は 以 下 の 方 法 に よ り 行 う 。

施 工 体 制 の 確 認 に 関 す る

特 記 事 項

作 業 所 災 害 防 止 協 議 会 兼 施 工 体 系 図 」 を 基 に 確 認 す る 。

（ １ ） 下 請 契 約 を 締 結 し た 場 合 は 「 施 工 体 制 台 帳 」 及 び 「 工 事

（ 施 工 体 制 台 帳 ）

施 工 計 画 書 に 添 付 せ ず 、 施 工 体 制 台 帳 の 写 し を 単 体 で

提 出 す る こ と 。

（ 工 事 作 業 所 災 害 防 止 協 議 会 兼 施 工 体 系 図 )

② 工 事 現 場 の 工 事 関 係 者 が 見 や す い 場 所 及 び 公 衆 の

見 や す い 場 所 に 掲 示 す る こ と 。

 ① 施 工 計 画 書 で な く 、 施 工 体 制 台 帳 に 添 付 す る こ と 。

（ ２ ） 下 請 契 約 を 締 結 し な い 場 合 は 、 施 工 計 画 書 等 に よ り

確 認 す る 。

（ ３ ） 施 工 体 制 に 変 更 が 生 じ た 場 合

施 工 体 制 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 上 記 書 類 を そ の つ ど

提 出 す る こ と 。

第 ２ 条 　 施 工 体 制 の 確 認 に 関 す る 点 検

（ １ ） 抜 き 打 ち 点 検

施 工 体 制 や 一 括 下 請 等 に 関 す る 点 検 を 抜 き 打 ち で

行 う 場 合 が あ る 。

（ ２ ） 検 査 時 に お け る 点 検

中 間 技 術 検 査 等 、 各 段 階 の 検 査 時 に お い て 点 検 を 行 う 。

第 ３ 条 　 不 備 が 発 覚 し た 場 合 の 措 置

（ １ ） 工 事 成 績 評 定 で の 減 点 の 措 置

（ ２ ） 請 負 代 金 の 支 払 い

書 類 が 完 備 す る ま で は 検 査 完 了 と し て 取 り 扱 わ ず 、

請 負 代 金 の 支 払 い 事 務 を 開 始 し な い も の と す る 。

（ ３ ） 悪 質 な ケ ー ス

虚 偽 の 記 載 や 一 括 下 請 等 悪 質 な ケ ー ス が 判 明 し た

場 合 は 、 関 連 部 署 と 協 議 の 上 、 建 設 業 許 可 部 局 へ の

通 知 や 指 名 停 止 等 の 措 置 を 行 う 場 合 が あ る 。

監 督 課 、 検 査 課 が 連 携 し 減 点 措 置 を 行 う 場 合 が あ る 。

（番 号に ○印を つけ たも の及び 　・ 印を 適用す る）３．工 事種 目

建物 別
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５   電 灯 コ ン セ ン ト 設 備

６   照 明 器 具 取 付

７   電 話 設 備

10  電 気 時 計 設 備

15  雷 保 護 設 備

17　 昇 降 機 設 備

18　 そ の 他

８   拡 声 設 備

16  ガ ス 漏 れ 警 報 設 備

４   幹 線 動 力 設 備

  表 示 設 備11

９   イ ン タ ー ホ ン 設 備

12  テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

13  火 災 報 知 設 備

２   受 変 電 設 備

３   発 電 設 備

14  防 火 扉 防 煙 排 煙 設 備

１   構 内 外 線

章 特 　 　 記 　 　 事 　 　 項項 　 　 　 目

１

構

内

外

線

配線 方式

ハン ドホ ール 鉄蓋の 刻印

地中 ケー ブル の保護 管

埋設 シー ト（ ダブル ）

ハン ドホ ール 蓋

　４ ．

　５ ．

　１ ．

　３ ．

　２ ．

　 ・要 　　 　・不 要

　 ・Ｆ ＥＰ 　

　 ・ 簡 易 防 水   （  ・ Ｒ ２ Ｋ 　 　 ・ Ｒ ８ Ｋ  ）

　 ・完全 防水 （ボル ト固定 式） （ ・２ｔ 　　・ ８ｔ  ）

　 ・プ ラス チック （頭 部橙色 ）　 　・ 鉄製ピ ン

　 ・市 章　 　・電 気　 　・電 話　 　・ 通信

　 ・ 地 中 線 式 （ ・ 直 埋 式 　 ・ 管 路 式  ） 　 　 ・ 架 空 線 式

地中 埋設標 柱　６ ．

工 事種目 別の 特記仕 様４ ．

　　　 章及 び項 目は番 号に ○印 のつい たも のを 適用。

　　　 特記 事項 のうち 選択 する 事項は 　・ のつ いたも のを 適用 する。

受

変

電

設

備

２

　・無 　　 ・有 　（　 　　 　　 　　　 　）

型式

しゃ 断器

操作 方式

変圧 器

コン デン サ

直流 電源 装置

　・ 屋内 開放 　・屋 内キ ュー ビクル 　・ 屋外 キュー ビク ル

　・ ＬＢ Ｓ　 　・Ｖ ＣＢ 　　 ・ＭＣ Ｂ　 　・ ＡＣＢ

　・ 手動 操作 　　　 ・電 磁操 作　　 ・手 動バ ネ操作

　・ 油入 自冷 式　　 ・乾 式　 　　　 ・モ ール ド式

　 ・ 高 圧 　 ・ 低 圧 　 ・ 直 列 リ ア ク ト ル （ ・ 内 蔵 　 ・ 併 設 ）

　 ・ 油 入 式 　 ・ モ ー ル ド 　 ・ 乾 式 　 　

高低 圧盤 監視 盤

　１ ．

　２ ．

　３ ．

　４ ．

　５ ．

　・耐 圧試 験（ 現場）

　改造 依頼 の製 造メー カ指 定

　７ ．

　 ９．

　 ８．各 試験

盤 改造

　　 　　 　・消 防設 備用 　　　 　・ その 他（　 　　 　　）

　型 式　 　・キ ュー ビク ル式　 　・ 架台 式

　用 途　 　・制 御操 作用 　　　 　・ 非常 照明用

　 ６． 　 各 機 器 盤 類 は 製 作 図 を 提 出 し 承 諾 を 得 た 後 に 製 作 す る こ と 。

　改 造依頼の製 造メ ーカ 指定

　盤及び機 器の接 地は 確実 に行う こと 。盤 及び 機器 接地

自 立盤 の基 礎

盤 類製 造グ ループ

交流 電磁 開閉器 及び 交流

電磁 接触 器の選 定

　定 格使用電流 の１ ラン ク上位 の器 具と するこ と。

　・ 無　　・有 （　 　　 　　　 　　 　）

　 ・ 製 作 品 　   　 ・ 一 般 品

Ｅ ＬＶ 制御盤 ，機 器類　・要（　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 ）　・ 不要

　 １．

　 ２．

　 ３．

盤改 造

　４ ．

　５ ．

　・ 収納形　　 ・露 出形 　　・ 埋込 形

　ケ ーブル配線 の場 合の 位置ボ ック ス、ジ ョイ ント ボック

スの 仕様区分は 、ケ ーブ ル１本 を配 管（２ ５） １本 とみな

して 金属管配管 の場 合に 準ずる 。

　・ 単独　　・ ケー ブル の１線 使用

ハイ テンシ ョン

位置 ボック ス

埋込 カラー コン セン ト

埋込 カラー スイ ッチ

　特 殊コン セン トに は差込 プラ グを 付属さ せる こと 。

予備 配管

外灯 の接地

ト

設

備

ン

セ

ン

　４ ．

　７ ．

　５ ．

コ

　２ ．

　３ ．

配線 器具　１．

　 埋 込 型 分 電 盤 か ら の 立 上 り 予 備 配 管 は 、 予 備 の 配 線 用 遮

断 器 ４ 個 以 下 の 場 合 １ 本 （ PF22） 、 ５ 個 以 上 は ２ 本 （ PF22）

大 角 形 を 原 則 と す る 。 但 し 特 殊 ス イ ッ チ は 除 く 。

を 天 井 ま で 立 上 げ る こ と 。

　６ ．

電

灯

　・ 大角型　但 し特 殊コ ンセン トは 除く。

４

幹

線

動

力

設

備

５

・ ダウン ライ ト

照明 器具は ＬＥ Ｄを 原則と する 。

・ベ ースラ イト （・ 埋込型 　・ 直付 型）

照明 器具　１ ．

照

明

器

具

取

付

６

・ 誘導灯 （・ 避難 口誘導 灯　 ・通 路誘導 灯）

・ 非 常 用 照 明 （ ・ 予 備 電 源 内 蔵 形 　 ・ 予 備 電 源 別 置 形 ）

・ 屋 外 灯 （ ・ 街 路 灯 　 ・ 投 光 器 　 ・ ガ ー デ ン ラ イ ト ）

器具 の接地　２．

器具 の固定　３．

を 超 え ， ３ ｋ ｇ 以 下 の 場 合 は 脱 落 防 止 処 置 を 設 け ， 器 具 質 量 が

３ ｋ ｇ を 超 え る 場 合 に つ い て は ， ス ラ ブ そ の 他 の 構 造 体 よ り

ボ ル ト 等 で 支 持 す る こ と 。

ダ ウ ン ラ イ ト 器 具 の 取 付 に つ い て は ， 器 具 質 量 が １ ． ５ ｋ ｇ

そ の 他 の 構 造 体 よ り ボ ル ト 等 で 支 持 す る こ と 。

照 明 器 具 を 天 井 に 取 付 け る 場 合 は 原 則 と し て ， ス ラ ブ

監 督 員 の 指 示 し た 箇 所 は 省 略 す る こ と が で き る 。

　 照 明 器 具 に は 原 則 と し て 接 地 工 事 を 施 す こ と 。 た だ し

送り 配線　４ ． 　 照明器具内 の送り 配線 端子 は，配 線工 事に 使用す る

こ とができる 。

　３ ．

　２ ．

　１ ．

電話 機

　・ 引き出 し式 　　 ・モジ ュラ ー式ロー テンシ ョン

交換 方式

　・ 電子ボ タン 電話

　・ 電子式 自動 交換 機（・ 中継 台式 　・　 　　 　　 ）７

備

設

話

電

設

備

拡

声

　・ 非常放 送と 兼用 型

主装 置

出力

ラジ オ

スピ ーカー

　１．

　２．

　３．

　４．

　・ 卓上型 　　 ・自 立型　 　・ 机型 　　・ 壁掛 型

　・ ＡＭ　 　　 ・Ｆ Ｍ

　・ 　

　・ 一元（ 　回 路） 　・三 元（ １０ 回路× ３）

Ｗ 　　 　 　 回路

８

　・ 天井埋 込型 　・ 天井吊 下型 　・ 天井直 付型 　・ 壁掛型

リモ コンマ イク

音声 警報（ 火災 受信 機連動 ） 　・ 基本　 　・ 標準 　　・ 特殊

　一 斉＋　 　　 回線　５．

　６．

方 式

通 話方 式

　 ・相互式 　　・ 複合 式　 　・親 子式　 １．

　 ２．

・ テ レ ビ イ ン タ ー ホ ン 型

　 ・電話型 　　・ 電話 スピ ーカー 型　 　・ス ピー カー 型

　 ・同時通 話型　 　・ 交互 通話型

９

イ
ン
タ

ホ
ン
設
備

｜

１ ０

　 ＤＣ２ ４Ｖ 　３ ０秒運 針　 　　 回路、 子時 計　 　　個

親 時計

出 力

子 時計

　 ・停電 補償 装置 付

　 ・壁掛 型　 　　 ・ブラ ケッ ト型 　　　 ・吊 下型

　 水晶発 信型 　　 ・壁掛 型　 　・ 自立型　 １．

　 ２．

　 ３．

　 ４．

１

電 源

電

気

時

計

設

備

ベ ル

表 示盤

ブザ ー

発信 器

電源

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ表示 設備

　２ ．

　３ ．

　４ ．

　５ ．

　６ ．

　１ ．

　 ・露出形　 　　 ・埋 込形

　 ・卓上形　 　　 ・埋 込形

　 ・停電補償 装置 付

　 ・電源箱　 　・ 表示 灯　　 ・ブ ザー

　 ・トグルス イッ チ　 　・押 釦　 　・ 表示窓

　・ 露出形 　　 　・埋 込形

　段 数　　 　段

　 ・ 押 釦 　 　 　 ・ 復 帰 釦

　壁 掛型 （・ 縦 置 　　 ・ 横 置 ）　 窓 数 　　 　 個

表

示

設

備

１ １

１ ２

テ

レ

ビ

共
同
受
信
設
備

　 ＶＨＦ　 　　素 子（ ・一般 仕様 　　 ・耐塩 仕様 ）

　 ＵＨＦ　 　　素 子（ ・一般 仕様 　　 ・耐塩 仕様 ）

ア ンテ ナマス ト取 付

共 聴ア ンテナ

ア ンテ ナマス ト

　 ・壁支持 形　　 ・自 立形（ ベー スプ レート 式）

　 ・有線（ ＣＡＴ Ｖ）

　 長 さ　 　 　 ｍ 　 ・ 溶 融 亜 鉛 メ ッ キ 　 　 ・ Ｓ Ｕ Ｓ

　 く体完成後 すみ やか に測定 し報 告す ること 。

機 器

電 界強 度測定

レ ベル 測定

　 ＢＬ規格の ある もの はＢＬ 規格 相当 品とす る。

　 ・要　　・ 不要

　 １．

　 ２．

　 ３．

　 ５．

　 ６．

　 ４．

　 ・ 一般 型 　 ・ 多 機 能 型 （ ・ 停 電 補 償 あ り ・ 停 電 補 償 な し  ）

　・ 消防 設備用 　　 ・保 安灯用 　　 ・保 安動力 用

　 ・デ ィーゼ ル　 　　 　・ガ スタ ービ ンエ ンジ ン種別

　 ・ パ ッ ケ ー ジ 式 　 　 ・ 開 放 式

　 ・Ａ 重油　 ・軽 油　 ・灯油 　

　始 動盤 （・ 別置型 　・ 搭載 型　）

バ ッ テ リ ー （ 始 動 用 ）

型 式

定 格出 力

燃 料種 別

　 １．

　 ２．

　 ３．

　 ４．

盤類　５ ．

　 ６ ．

発

電

設

備

３

　 ・  制 御 弁 式 　 　 ・  そ の 他 　 公 称 電 圧 Ｖ

用 途　 ７．

　・ その 他（　 　　 　　 　）

騒 音 レ ベ ル （ Ａ 特 性 ）　 ８ ． 　 ・ 機 側 （ ・ １ m　 ・ ７ m　 ） で

　 （ ・ ７ ５ dB　 ・ ８ ５ dB　 ・  　 　 dB　 ） 以 下 　

　 （ 　 　 　 　 　 　 ） ｋ Ｖ Ａ 以 上

火

災

報

知

設

備

１ ３

　 ・ 複合 装 置 （ 発 信 機 、 表 示 灯 、 警 報 、 バ ッ テ リ ー 組 込  ）

　・ 非常放 送連 動機 能

　・ 差動ス ポッ ト型 　　・ 定温 スポッ ト型 　　 ・煙型

　・ 差動分 布型

受信機

総合盤

感知器

非常警 報装 置

　・ 発信機 　　 ・表 示灯　 　・ ベル　 　・ ガー ド

表示盤 （副 受信 機） 　・ 要　　 　　 ・不 要　　 　　 　回線

　・ Ｐ型１ 級　 ・Ｐ 型２級 　　 ・Ｒ型 　　 　　 　回線

　・ 壁掛型 　　 ・自 立型

　・ 壁掛型 　　 ・自 立型

　・ 複合型

　 ・ 組 込 型 （ ・ 発 信 機 　 ・ 表 示 灯 　 ・ ベ ル 　 ・ ガ ー ド  ）

消火栓 起動 押釦

火災通 報装 置

　・ 要　　 　　 ・不 要

　１．

　２．

　３．

　４．

　５．

　６．

　７．

　 ・ 複合 型 　 　 ・ そ の 他

　・ 要　　 　　 ・不 要

　 ５．

他

昇

降

　 １．

ガ

ス

漏

れ

警

報

設

備

　 ・壁 掛型 　　・ 自立 型　 　　回 線

　 ・自 動火 災報知 設備 に含 む

受 信機

検 知器

　 １．

　 ２．

雷

保

護

設

備

　 ・突 針　 　・む ね上 げ導 体　　 ・工 作物 使用

　 ・鉄 骨又 は鉄筋 によ る簡 略　　 ・銅 より 線引 下げ 導体

避 雷針 の種 類

　 ・建 築物 構造体 利用 　・ 銅板埋 設 （ 900× 900× 1. 5ｔ ）接 地極

　 １．

　 ３．

　 ２．

防

火

扉

防

排

煙

設

備

　 ・自 動火災 報知 設備 に含む

　 ・煙 式３種

連 動制御 盤

感 知器

自 動閉鎖 装置

　 ・ダ ンパー 用　 　　 （・別 途工 事　・ 本工 事）

　 ・排 煙口、 防煙 壁用 （・別 途工 事　・ 本工 事）

　 ・非 常口電 気錠 　　 （・別 途工 事　・ 本工 事）

　 ・防 火シャ ッタ ー　 （・別 途工 事　・ 本工 事）

　 １．

　 ２．

　 ３．

　４． ・ Ｓ Ｐ Ｄ － Ⅰ 　 　 　 ・ Ｓ Ｐ Ｄ － Ⅱ内 部 雷 保 護

　・ 単体 型　 　　・ 有電 圧出 力型　 　・ 接点 出力型

　・ ガス 漏れ 警報ブ ザー

　・ ガス 漏れ 表示灯 付　 　・ 信号変 換の み

増設 ブザ ー

中継 器

　３ ．

　４ ．

・ 都 市 ガ ス 用 （ 取 付 ﾍﾞｰｽの み ）

　 ・ Ｌ Ｐ Ｇ 用 検 知 器 用 コ ン セ ン ト

仕 様

　 図面 に記 載され てい ない 事項に つい ては、 原則 とし て

図 中 の 仕 様 書 参 照 の こ と

機

設

備

そ

の

　 １．

　３ ．

　２．

監 視 カ メ ラ 設 備

駐 車 場 管 制 設 備

中 央 監 視 制 御 設 備

　 国 土 交 通 省 大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 監 修

・ 公 共 建 築 工 事 標 準 仕 様 書 機 械 設 備 工 事 編 （ 最 新 版 ）

　・ 公共 建築 設備工 事標 準図 機械設 備工 事編 （最新 版）

　に よる 。

　 ・ 防 火 戸 用 　 　 　 　 （ ・ 本 工 事   　 ・ 別 途 工 事 ）

　 ・　 　　回 線　 　・ 壁掛型 　　 ・自立 型

　 ４． 自 動 制 御 設 備

１ ８

１ ７

１ ６

１ ５

１ ４

1 , 8 0 0 ～  2 , 2 00

2 , 3 0 0表 示 灯〃

〃

〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

表 示 盤

壁 付 発 信器 ・ 押 ボ タ ン

電 源箱

身 障 者 用呼 出 ボ タ ン

端 子 盤 （室 内 ・ 埋 込 ）

集 合 保 安器 箱

保 守 用 イン タ ー ホ ン

　 　 　 　復 帰 ボ タ ン

壁 付 位 置 ボ ッ ク ス ( 一 般 )

　 　 　 　 　 　 　 　 ( 和 室 )

ベ ル ・ ブ ザ ー ・ ﾁｬｲﾑ

通
信

拡

表

示

名 　 　 　 　 称

1 , 5 0 0

1 , 5 0 0

1 , 5 0 0

2 , 0 0 0

1 , 3 0 0

1 , 3 0 0

1 , 0 0 0

2 , 3 0 0

1 , 3 0 0

2 , 3 0 0

1 , 5 0 0

30 0

20 0

30 0

30 0

1 , 3 0 0

20 0

〃 　 　 〃呼 出 表 示 器 1 , 8 0 0

　 　 〃

　 　 〃

壁 掛 型 スピ ー カ ー

壁 付 ア ッテ ネ ー タ

声
2 , 3 0 0

1 , 3 0 0

引 込 開 閉 器

ス イ ッ チ

身 障 者 用 ス イ ッ チ

壁 付 コ ン セ ン ト （ 一般 ）

　 　 　 〃 　 　 　 （ 和室 ）

　 　 　〃 　 　 　 （ 土 間 ）

名 　 　 　 　称 測　 点

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃ブ ラ ケ ッ ト 照 明

分 電盤

制 御 盤

手 元 開 閉 器

警 報 盤

操 作 ス イ ッ チ

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

( 小 型 や 樹 脂 製 の 分 電 盤 は 天 井 付 近 と す る )

300

150

電
力

幹
線
動
力

電

灯

 天 井 下
～  上 端

8 0 0 　 （ 3 0 0 ）

2, 1 00  ～  2 , 30 0

8 0 0  ～  1 , 3 0 0

 天 井 下

～  上 端

取 付 高 （ ｍ ｍ ）

Ｇ Ｌ  ～  中 心

Ｆ Ｌ  ～  中 心

Ｆ Ｌ  ～  中 心 Ｆ Ｌ  ～  下 端

Ｆ Ｌ  ～  中 心

測 　 点

Ｆ Ｌ  ～  中 心

Ｆ Ｌ  ～  中 心

取 付 高 （ ｍ ｍ ）

機器 の取り 付け 高さ （参考 ）下 表に よる。

Ｆ Ｌ  ～  中 心

Ｆ Ｌ  ～  上 端

Ｆ Ｌ  ～  中 心

～  上 端
 天 井 下

報

火

自

ベ ル

300

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

液 化 石 油 ガ ス 用 検 知器

表 示 灯

発 信 器

総 合 盤

受 信 機 ・ 副 受 信 機

20 0

15 0

30 0

2 , 1 0 0

2 , 3 0 0

8 0 0 ～ 1 , 5 0 0

8 0 0 ～ 1 , 5 0 0

8 0 0 ～ 1 , 5 0 0

信
受
同
共
ビ
レ
テ 　 　 　 　　 　 （ 和 室 ） 　 　 〃

機 器 収 容箱

直 列 ユ ニッ ト （ 一 般 ）

〃

（ 注）分 電盤 等が 露出の 場合 は盤 の下端 が危 険な 位置に なら ない ように 取り 付ける こと 。

　 　 　 （ 学 校 の 場 合 、 廊 下 等 に 取 り 付 け る 盤 に つ い て は 、 下 端 ： ２ ， ０ ０ ０ 以 上 ）

申請手 続き （・ のつ いた ものを 適用 ）６．

（２ ）電力

共通（１ ）

　 ・道路 使用 許可 申請（ 警察 署長 ）

　 ・自家 用電 気使 用申込 （電 力会 社）

　 ・電灯 、動 力使 用申込 （電 力会 社）

　 ・道路 占有 許可 申請（ 道路 管理 者）

　 ・ 主 任 技 術 者 選 任 届 （ 産 業 保 安 監 督 部 ）

　 ・ 工 事 計 画 届 （ 産 業 保 安 監 督 部 ）

　 ・ 保 安 規 程 届 （ 産 業 保 安 監 督 部 ）

　 ・ 使 用 前 検 査 申 請 （ 産 業 保 安 監 督 部 ）

（ ３）消防

（ ４）その 他

　・ 消防 用設 備等着 工届 （消 防署長 ）

　・ 消防 用設 備等設 置届 （消 防署長 ）

　・ 変電 設備 設置届 （消 防署 長）

　・ 変電 設備 廃止届 （消 防署 長）

　・ 発電 設備 設置届 （消 防署 長）

　・ 発電 設備 廃止届 （消 防署 長）

　・ 蓄電 池設 備設置 届（ 消防 署長）

　・ 蓄電 池設 備廃止 届（ 消防 署長）

　・ ＮＴ Ｔ申 請

　・ 小荷 物専 用昇降 機確 認申 請書（ 建築 審査 課）

　・ 昇降 機確 認申請 書（ 建築 審査課 ）

５．

地下埋設物調査等に関する事項

第１条　工事着手前における地下埋設物調査の徹底について

１ . 工 事 箇 所 に 地 下 埋 設 物 が あ る 場 合 、 工 事 着 手 前 に そ の 種 類 、 位 置 、 形 状 、 深 さ 、

構 造 等 を そ れ ら の 管 理 者 が 有 す る 資 料 （ 台 帳 、 竣 工 図 等 ） と 照 合 し 確 認 す る も の と す る 。

な お 、 破 損 に よ る 影 響 が 広 範 囲 に 及 ぶ 重 要 な 地 下 埋 設 物 に つ い て は 、 管 理 者 と の 協 議 を

行 い 詳 細 な 確 認 を 行 う も の と す る 。

２ . 必 要 に 応 じ て 試 掘 、 ボ ー リ ン グ 及 び 地 中 探 査 等 原 位 置 で の 調 査 を 、 監 督 員 と 協 議 の う え

実 施 す る も の と す る 。

３ . 地 下 埋 設 物 の 確 認 に つ い て は 、 別 紙 様 式 に よ り 行 い 、 結 果 を 監 督 員 へ 報 告 す る も の と す る 。

第２条　近接施工に関する確認・対策の徹底について

１ . 工 事 箇 所 に 近 接 す る 地 下 埋 設 物 等 に つ い て 、 そ の 種 類 、 位 置 、 形 状 、 深 さ 、 構 造 等 を

必 要 に 応 じ て 適 切 な 対 策 を 管 理 者 及 び 監 督 員 と 協 議 の う え 検 討 、 実 施 す る も の と す る 。

確 認 し 、 工 事 に よ る 影 響 に つ い て 管 理 者 と 協 議 の う え 検 討 を 行 う も の と す る 。 な お 、

２ . 近 接 の 範 囲 に つ い て は 、 各 管 理 者 に よ っ て 異 な る た め 、 管 理 者 と の 協 議 を 行 う も の と す る 。

下請人、資材・製品の地場企業の活用に関する事項

第 ２ 条 　 受 注 者 は 、 工 事 に か か る 資 材 ・ 製 品 に つ い て は 、 特 段 の 理 由 が な い 限 り 地 場 企 業 資 材

製 品 を 使 用 す る こ と 。

第 ３ 条 　 受 注 者 は 、 下 請 業 者 の １ 次 下 請 に 地 場 企 業 を 使 用 し な い 場 合 、 そ の 理 由 を 付 し た 書 面

を 施 工 体 制 台 帳 に 添 付 の う え 、 監 督 員 に 提 出 す る こ と 。

第 ４ 条 　 受 注 者 は 、 使 用 す る 資 材 ・ 製 品 に つ い て 、 書 面 を 監 督 員 に 提 出 す る こ と 。

第 １ 条 　 受 注 者 は 、 工 事 施 工 に 伴 う 下 請 業 者 及 び 資 材 ・ 製 品 供 給 業 者 の 選 定 に あ た っ て は 、

特 段 の 理 由 が な い 限 り 地 場 企 業 へ の 発 注 等 を 行 う こ と 。

設計変更に関する事項

工事請負契約書に定める設計変更に伴う契約変更の手続きは、下記のとおりとする。

契約変更の時期について

設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。

ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末（複数年度にわたる工事にあっては、

各会計年度の末又は工期の末）に行うことができるものとする。

軽微な設計変更とは、原則として次に掲げるもの以外をいう。

①　設計変更額が当初設計金額の２０％を超えるもの。

②　構造、工法、位置又は断面等の変更で重要なもの。

③　その他上記に準ずる重要なもの。

公共事業労務費調査に対する協力

第 １ 条 　 本 工 事 が 発 注 者 の 実 施 す る 公 共 事 業 労 務 費 調 査 の 対 象 工 事 と な っ た 場 合 、 受 注 者 は 、

調 査 票 等 に 必 要 事 項 を 正 確 に 記 入 し 市 に 提 出 す る 等 、 必 要 な 協 力 を 行 わ な け れ ば

な ら な い 。 ま た 、 本 工 事 の 工 期 経 過 後 に お い て も 、 同 様 と す る 。

第 ２ 条 　 調 査 票 等 を 提 出 し た 事 業 所 を 発 注 者 が 事 後 に 訪 問 し て 行 う 調 査 ・ 指 導 の 対 象 に

受 注 者 が な っ た 場 合 、 受 注 者 は 、 そ の 実 施 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、

本 工 事 の 工 期 経 過 後 に お い て も 、 同 様 と す る 。

第 ３ 条 　 公 共 事 業 労 務 費 調 査 の 対 象 工 事 と な っ た 場 合 に 正 確 な 調 査 票 等 の 提 出 が 行 え る よ う 、

受 注 者 は 、 労 働 基 準 法 等 に 従 っ て 就 業 規 則 を 作 成 す る と 共 に 賃 金 台 帳 を 調 製 ・ 保 存

す る 等 、 日 頃 よ り 使 用 し て い る 現 場 労 働 者 の 賃 金 時 間 管 理 を 適 切 に 行 っ て お か な け れ ば

な ら な い 。

第 ４ 条 　 受 注 者 が 本 工 事 の 一 部 に つ い て 下 請 契 約 を 締 結 す る 場 合 に は 、 受 注 者 は 、 当 該 下 請

同 様 の 義 務 を 負 う 旨 を 定 め な け れ ば な ら な い 。

工 事 の 受 注 者 （ 当 該 下 請 工 事 の 一 部 に 係 る 二 次 以 降 の 下 請 負 人 を 含 む 。 ） が 前 ３ 項 と

法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は政府労災保険への加入義務がある場合、法定外の労災保険に

付さなければならない。また、保険契約を締結した際はその証券又はこれに代わるものを

監督員に提示すること。

１０．

１１．

１２．

１３．

１４．

※本工事における特記事項

工事特性・創意工夫・社会性等に関する事項

受 注 者 は 工 事 施 工 に お い て 、 自 ら 立 案 し た 創 意 工 夫 や 技 術 力 に 関 す る 項 目 ま た は 、

地 域 社 会 へ の 貢 献 と し て 評 価 で き る 項 目 に 関 す る 事 項 に つ い て 、 工 事 完 了 ま で に

所 定 の 様 式 に よ り 提 出 す る こ と が で き る 。
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福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課

工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名

図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事

電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ２ ）電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ２ ）電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ２ ）電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ２ ）電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ２ ）電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ２ ）電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ２ ）

日 付 Ｒ ７ ． ４日 付 Ｒ ７ ． ４日 付 Ｒ ７ ． ４日 付 Ｒ ７ ． ４日 付 Ｒ ７ ． ４日 付 Ｒ ７ ． ４日 付 Ｒ ７ ． ４ Ｅ -０ ２Ｅ -０ ２Ｅ -０ ２Ｅ -０ ２Ｅ -０ ２Ｅ -０ ２Ｅ -０ ２

と な る 工 事 費 の 積 算 に 用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 （ 材 工 単 価 ）と な る 工 事 費 の 積 算 に 用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 （ 材 工 単 価 ）と な る 工 事 費 の 積 算 に 用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 （ 材 工 単 価 ）と な る 工 事 費 の 積 算 に 用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 （ 材 工 単 価 ）と な る 工 事 費 の 積 算 に 用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 （ 材 工 単 価 ）と な る 工 事 費 の 積 算 に 用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 （ 材 工 単 価 ）と な る 工 事 費 の 積 算 に 用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 （ 材 工 単 価 ）

１６．１６．１６．１６．１６．１６．１６． 現場代理人及び技術者の適正配置に関する運用現場代理人及び技術者の適正配置に関する運用現場代理人及び技術者の適正配置に関する運用現場代理人及び技術者の適正配置に関する運用現場代理人及び技術者の適正配置に関する運用現場代理人及び技術者の適正配置に関する運用現場代理人及び技術者の適正配置に関する運用

他の工事への兼任は認められません。他の工事への兼任は認められません。他の工事への兼任は認められません。他の工事への兼任は認められません。他の工事への兼任は認められません。他の工事への兼任は認められません。他の工事への兼任は認められません。

本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事です。本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事です。本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事です。本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事です。本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事です。本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事です。本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事です。

ただし、下記に示す期間については現場代理人の常駐を要しないものとします。ただし、下記に示す期間については現場代理人の常駐を要しないものとします。ただし、下記に示す期間については現場代理人の常駐を要しないものとします。ただし、下記に示す期間については現場代理人の常駐を要しないものとします。ただし、下記に示す期間については現場代理人の常駐を要しないものとします。ただし、下記に示す期間については現場代理人の常駐を要しないものとします。ただし、下記に示す期間については現場代理人の常駐を要しないものとします。

①請負契約の締結後から現場施工に着手するまでの期間①請負契約の締結後から現場施工に着手するまでの期間①請負契約の締結後から現場施工に着手するまでの期間①請負契約の締結後から現場施工に着手するまでの期間①請負契約の締結後から現場施工に着手するまでの期間①請負契約の締結後から現場施工に着手するまでの期間①請負契約の締結後から現場施工に着手するまでの期間

②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により工事を②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により工事を②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により工事を②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により工事を②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により工事を②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により工事を②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により工事を

（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）

全面的に一時中止している期間全面的に一時中止している期間全面的に一時中止している期間全面的に一時中止している期間全面的に一時中止している期間全面的に一時中止している期間全面的に一時中止している期間

③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場

製作を含む工事全般について、工場制作のみが行われている期間製作を含む工事全般について、工場制作のみが行われている期間製作を含む工事全般について、工場制作のみが行われている期間製作を含む工事全般について、工場制作のみが行われている期間製作を含む工事全般について、工場制作のみが行われている期間製作を含む工事全般について、工場制作のみが行われている期間製作を含む工事全般について、工場制作のみが行われている期間

１．現場代理人の常駐義務について（該当事項○印）１．現場代理人の常駐義務について（該当事項○印）１．現場代理人の常駐義務について（該当事項○印）１．現場代理人の常駐義務について（該当事項○印）１．現場代理人の常駐義務について（該当事項○印）１．現場代理人の常駐義務について（該当事項○印）１．現場代理人の常駐義務について（該当事項○印）

２．監理技術者等の工事現場にける専任及び専任期間について２．監理技術者等の工事現場にける専任及び専任期間について２．監理技術者等の工事現場にける専任及び専任期間について２．監理技術者等の工事現場にける専任及び専任期間について２．監理技術者等の工事現場にける専任及び専任期間について２．監理技術者等の工事現場にける専任及び専任期間について２．監理技術者等の工事現場にける専任及び専任期間について

※監理技術者制度運用マニュアル（国交省）による※監理技術者制度運用マニュアル（国交省）による※監理技術者制度運用マニュアル（国交省）による※監理技術者制度運用マニュアル（国交省）による※監理技術者制度運用マニュアル（国交省）による※監理技術者制度運用マニュアル（国交省）による※監理技術者制度運用マニュアル（国交省）による

【 最終改正　令和 ７年 １月 ２８日 】【 最終改正　令和 ７年 １月 ２８日 】【 最終改正　令和 ７年 １月 ２８日 】【 最終改正　令和 ７年 １月 ２８日 】【 最終改正　令和 ７年 １月 ２８日 】【 最終改正　令和 ７年 １月 ２８日 】【 最終改正　令和 ７年 １月 ２８日 】

３．配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について３．配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について３．配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について３．配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について３．配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について３．配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について３．配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について

建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、

特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な

雇用関係にある者を配置しなければならない。雇用関係にある者を配置しなければならない。雇用関係にある者を配置しなければならない。雇用関係にある者を配置しなければならない。雇用関係にある者を配置しなければならない。雇用関係にある者を配置しなければならない。雇用関係にある者を配置しなければならない。

なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、次の要件を満たす必要がある。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、次の要件を満たす必要がある。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、次の要件を満たす必要がある。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、次の要件を満たす必要がある。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、次の要件を満たす必要がある。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、次の要件を満たす必要がある。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、次の要件を満たす必要がある。

４．専任特例２号の監理技術者（特例監理技術者）の配置について（該当事項○印）４．専任特例２号の監理技術者（特例監理技術者）の配置について（該当事項○印）４．専任特例２号の監理技術者（特例監理技術者）の配置について（該当事項○印）４．専任特例２号の監理技術者（特例監理技術者）の配置について（該当事項○印）４．専任特例２号の監理技術者（特例監理技術者）の配置について（該当事項○印）４．専任特例２号の監理技術者（特例監理技術者）の配置について（該当事項○印）４．専任特例２号の監理技術者（特例監理技術者）の配置について（該当事項○印）

・本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事であり・本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事であり・本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事であり・本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事であり・本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事であり・本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事であり・本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事であり

・本工事は、専任特例２号の監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書・本工事は、専任特例２号の監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書・本工事は、専任特例２号の監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書・本工事は、専任特例２号の監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書・本工事は、専任特例２号の監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書・本工事は、専任特例２号の監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書・本工事は、専任特例２号の監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書

第２号による監理技術者）の配置は認められません。第２号による監理技術者）の配置は認められません。第２号による監理技術者）の配置は認められません。第２号による監理技術者）の配置は認められません。第２号による監理技術者）の配置は認められません。第２号による監理技術者）の配置は認められません。第２号による監理技術者）の配置は認められません。

配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係に関する条件配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係に関する条件配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係に関する条件配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係に関する条件配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係に関する条件配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係に関する条件配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係に関する条件

建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、

特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な特例監理技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な

雇用関係にある者を配置しなければならない。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」雇用関係にある者を配置しなければならない。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」雇用関係にある者を配置しなければならない。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」雇用関係にある者を配置しなければならない。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」雇用関係にある者を配置しなければならない。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」雇用関係にある者を配置しなければならない。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」雇用関係にある者を配置しなければならない。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」

とは、次の要件を満たす必要がある。とは、次の要件を満たす必要がある。とは、次の要件を満たす必要がある。とは、次の要件を満たす必要がある。とは、次の要件を満たす必要がある。とは、次の要件を満たす必要がある。とは、次の要件を満たす必要がある。

・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上の・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上の・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上の・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上の・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上の・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上の・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上の

雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。

雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。

・随意契約による工事の場合は、見積書の提出日以前に３か月以上の・随意契約による工事の場合は、見積書の提出日以前に３か月以上の・随意契約による工事の場合は、見積書の提出日以前に３か月以上の・随意契約による工事の場合は、見積書の提出日以前に３か月以上の・随意契約による工事の場合は、見積書の提出日以前に３か月以上の・随意契約による工事の場合は、見積書の提出日以前に３か月以上の・随意契約による工事の場合は、見積書の提出日以前に３か月以上の

１７．１７．１７．１７．１７．１７．１７．

１８．１８．１８．１８．１８．１８．１８． 週休２日工事について週休２日工事について週休２日工事について週休２日工事について週休２日工事について週休２日工事について週休２日工事について

雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。雇用関係にあること。

１ ． 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 に つ い て１ ． 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 に つ い て１ ． 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 に つ い て１ ． 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 に つ い て１ ． 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 に つ い て１ ． 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 に つ い て１ ． 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 に つ い て

①本工事の当初請負金額が３億円未満である場合①本工事の当初請負金額が３億円未満である場合①本工事の当初請負金額が３億円未満である場合①本工事の当初請負金額が３億円未満である場合①本工事の当初請負金額が３億円未満である場合①本工事の当初請負金額が３億円未満である場合①本工事の当初請負金額が３億円未満である場合

②兼任する工事が、２４時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な維持②兼任する工事が、２４時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な維持②兼任する工事が、２４時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な維持②兼任する工事が、２４時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な維持②兼任する工事が、２４時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な維持②兼任する工事が、２４時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な維持②兼任する工事が、２４時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な維持

工事同士（単価契約含む）でない場合工事同士（単価契約含む）でない場合工事同士（単価契約含む）でない場合工事同士（単価契約含む）でない場合工事同士（単価契約含む）でない場合工事同士（単価契約含む）でない場合工事同士（単価契約含む）でない場合

・本工事は、次の要件に該当する場合、専任特例２号の監理技術者（建設業法・本工事は、次の要件に該当する場合、専任特例２号の監理技術者（建設業法・本工事は、次の要件に該当する場合、専任特例２号の監理技術者（建設業法・本工事は、次の要件に該当する場合、専任特例２号の監理技術者（建設業法・本工事は、次の要件に該当する場合、専任特例２号の監理技術者（建設業法・本工事は、次の要件に該当する場合、専任特例２号の監理技術者（建設業法・本工事は、次の要件に該当する場合、専任特例２号の監理技術者（建設業法

第２６条第３項ただし書第２号による監理技術者）を配置することができます。第２６条第３項ただし書第２号による監理技術者）を配置することができます。第２６条第３項ただし書第２号による監理技術者）を配置することができます。第２６条第３項ただし書第２号による監理技術者）を配置することができます。第２６条第３項ただし書第２号による監理技術者）を配置することができます。第２６条第３項ただし書第２号による監理技術者）を配置することができます。第２６条第３項ただし書第２号による監理技術者）を配置することができます。

・契約金額が４，５００万円（建築一式工事：９，０００万円）以上となる場合、・契約金額が４，５００万円（建築一式工事：９，０００万円）以上となる場合、・契約金額が４，５００万円（建築一式工事：９，０００万円）以上となる場合、・契約金額が４，５００万円（建築一式工事：９，０００万円）以上となる場合、・契約金額が４，５００万円（建築一式工事：９，０００万円）以上となる場合、・契約金額が４，５００万円（建築一式工事：９，０００万円）以上となる場合、・契約金額が４，５００万円（建築一式工事：９，０００万円）以上となる場合、

・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月・一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月

・指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月・指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月・指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月・指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月・指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月・指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月・指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月

・随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用・随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用・随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用・随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用・随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用・随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用・随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用

以上の雇用関係にあること。以上の雇用関係にあること。以上の雇用関係にあること。以上の雇用関係にあること。以上の雇用関係にあること。以上の雇用関係にあること。以上の雇用関係にあること。

以上の雇用関係にあること。以上の雇用関係にあること。以上の雇用関係にあること。以上の雇用関係にあること。以上の雇用関係にあること。以上の雇用関係にあること。以上の雇用関係にあること。

関係にあること。関係にあること。関係にあること。関係にあること。関係にあること。関係にあること。関係にあること。

・指名競争入札による工事の場合は、入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の・指名競争入札による工事の場合は、入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の・指名競争入札による工事の場合は、入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の・指名競争入札による工事の場合は、入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の・指名競争入札による工事の場合は、入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の・指名競争入札による工事の場合は、入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の・指名競争入札による工事の場合は、入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の

本 工 事 は 、 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 で あ り 、 週 休 ２ 日 を 前 提 と し た 工 期 を 設 定 し て い る 。本 工 事 は 、 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 で あ り 、 週 休 ２ 日 を 前 提 と し た 工 期 を 設 定 し て い る 。本 工 事 は 、 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 で あ り 、 週 休 ２ 日 を 前 提 と し た 工 期 を 設 定 し て い る 。本 工 事 は 、 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 で あ り 、 週 休 ２ 日 を 前 提 と し た 工 期 を 設 定 し て い る 。本 工 事 は 、 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 で あ り 、 週 休 ２ 日 を 前 提 と し た 工 期 を 設 定 し て い る 。本 工 事 は 、 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 で あ り 、 週 休 ２ 日 を 前 提 と し た 工 期 を 設 定 し て い る 。本 工 事 は 、 週 休 ２ 日 工 事 の 対 象 工 事 で あ り 、 週 休 ２ 日 を 前 提 と し た 工 期 を 設 定 し て い る 。

２ ． 発 注 方 式 と 費 用 補 正 に つ い て （ 該 当 事 項 ○ 印 ）２ ． 発 注 方 式 と 費 用 補 正 に つ い て （ 該 当 事 項 ○ 印 ）２ ． 発 注 方 式 と 費 用 補 正 に つ い て （ 該 当 事 項 ○ 印 ）２ ． 発 注 方 式 と 費 用 補 正 に つ い て （ 該 当 事 項 ○ 印 ）２ ． 発 注 方 式 と 費 用 補 正 に つ い て （ 該 当 事 項 ○ 印 ）２ ． 発 注 方 式 と 費 用 補 正 に つ い て （ 該 当 事 項 ○ 印 ）２ ． 発 注 方 式 と 費 用 補 正 に つ い て （ 該 当 事 項 ○ 印 ）

・ 発 注 者 指 定 方 式・ 発 注 者 指 定 方 式・ 発 注 者 指 定 方 式・ 発 注 者 指 定 方 式・ 発 注 者 指 定 方 式・ 発 注 者 指 定 方 式・ 発 注 者 指 定 方 式

（ 発 注 者 が 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む こ と を 指 定 し て 実 施 （ 通 期 の 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ）（ 発 注 者 が 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む こ と を 指 定 し て 実 施 （ 通 期 の 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ）（ 発 注 者 が 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む こ と を 指 定 し て 実 施 （ 通 期 の 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ）（ 発 注 者 が 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む こ と を 指 定 し て 実 施 （ 通 期 の 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ）（ 発 注 者 が 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む こ と を 指 定 し て 実 施 （ 通 期 の 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ）（ 発 注 者 が 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む こ と を 指 定 し て 実 施 （ 通 期 の 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ）（ 発 注 者 が 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む こ と を 指 定 し て 実 施 （ 通 期 の 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ）

本 工 事 は 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 ( 予 定 価 格 の も と と な る 工 事 費 の 積 算 に本 工 事 は 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 ( 予 定 価 格 の も と と な る 工 事 費 の 積 算 に本 工 事 は 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 ( 予 定 価 格 の も と と な る 工 事 費 の 積 算 に本 工 事 は 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 ( 予 定 価 格 の も と と な る 工 事 費 の 積 算 に本 工 事 は 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 ( 予 定 価 格 の も と と な る 工 事 費 の 積 算 に本 工 事 は 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 ( 予 定 価 格 の も と と な る 工 事 費 の 積 算 に本 工 事 は 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 ( 予 定 価 格 の も と と な る 工 事 費 の 積 算 に

用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 ( 材 工 単 価 ) の 労 務 費 ) を 補 正 し て 予 定用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 ( 材 工 単 価 ) の 労 務 費 ) を 補 正 し て 予 定用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 ( 材 工 単 価 ) の 労 務 費 ) を 補 正 し て 予 定用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 ( 材 工 単 価 ) の 労 務 費 ) を 補 正 し て 予 定用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 ( 材 工 単 価 ) の 労 務 費 ) を 補 正 し て 予 定用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 ( 材 工 単 価 ) の 労 務 費 ) を 補 正 し て 予 定用 い る 複 合 単 価 、 市 場 単 価 及 び 物 価 資 料 の 掲 載 価 格 ( 材 工 単 価 ) の 労 務 費 ) を 補 正 し て 予 定

価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確 認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確 認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確 認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確 認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確 認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確 認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確 認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休

以 上 に 満 た な い 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 の 補 正以 上 に 満 た な い 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 の 補 正以 上 に 満 た な い 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 の 補 正以 上 に 満 た な い 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 の 補 正以 上 に 満 た な い 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 の 補 正以 上 に 満 た な い 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 の 補 正以 上 に 満 た な い 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 の 補 正

係 数 変 更 分 を 減 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場 合 は 、 補 正 係 数 を係 数 変 更 分 を 減 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場 合 は 、 補 正 係 数 を係 数 変 更 分 を 減 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場 合 は 、 補 正 係 数 を係 数 変 更 分 を 減 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場 合 は 、 補 正 係 数 を係 数 変 更 分 を 減 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場 合 は 、 補 正 係 数 を係 数 変 更 分 を 減 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場 合 は 、 補 正 係 数 を係 数 変 更 分 を 減 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場 合 は 、 補 正 係 数 を

除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。

・ 受 注 者 希 望 方 式・ 受 注 者 希 望 方 式・ 受 注 者 希 望 方 式・ 受 注 者 希 望 方 式・ 受 注 者 希 望 方 式・ 受 注 者 希 望 方 式・ 受 注 者 希 望 方 式

（ 受 注 者 が 工 事 着 手 前 に 発 注 者 に 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む 旨 を 協 議 し て 実 施 （ 通 期（ 受 注 者 が 工 事 着 手 前 に 発 注 者 に 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む 旨 を 協 議 し て 実 施 （ 通 期（ 受 注 者 が 工 事 着 手 前 に 発 注 者 に 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む 旨 を 協 議 し て 実 施 （ 通 期（ 受 注 者 が 工 事 着 手 前 に 発 注 者 に 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む 旨 を 協 議 し て 実 施 （ 通 期（ 受 注 者 が 工 事 着 手 前 に 発 注 者 に 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む 旨 を 協 議 し て 実 施 （ 通 期（ 受 注 者 が 工 事 着 手 前 に 発 注 者 に 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む 旨 を 協 議 し て 実 施 （ 通 期（ 受 注 者 が 工 事 着 手 前 に 発 注 者 に 月 単 位 の 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む 旨 を 協 議 し て 実 施 （ 通 期

の 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ） 本 工 事 は 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 （ 予 定 価 格 の も との 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ） 本 工 事 は 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 （ 予 定 価 格 の も との 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ） 本 工 事 は 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 （ 予 定 価 格 の も との 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ） 本 工 事 は 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 （ 予 定 価 格 の も との 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ） 本 工 事 は 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 （ 予 定 価 格 の も との 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ） 本 工 事 は 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 （ 予 定 価 格 の も との 週 休 ２ 日 は 必 須 ） ） 本 工 事 は 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 前 提 に 労 務 費 （ 予 定 価 格 の も と

の 労 務 費 ） を 補 正 し て 予 定 価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確の 労 務 費 ） を 補 正 し て 予 定 価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確の 労 務 費 ） を 補 正 し て 予 定 価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確の 労 務 費 ） を 補 正 し て 予 定 価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確の 労 務 費 ） を 補 正 し て 予 定 価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確の 労 務 費 ） を 補 正 し て 予 定 価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確の 労 務 費 ） を 補 正 し て 予 定 価 格 を 作 成 し て い る 。 現 場 閉 所 （ 現 場 休 息 ） の 達 成 状 況 を 確

認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 満 た す 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 満 た す 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 満 た す 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 満 た す 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 満 た す 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 満 た す 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額認 し 、 月 単 位 の ４ 週 ８ 休 以 上 を 満 た す 場 合 は 、 労 務 費 の 補 正 係 数 を 変 更 し 、 請 負 代 金 額

の う ち 、 労 務 費 の 補 正 係 数 変 更 分 を 増 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場の う ち 、 労 務 費 の 補 正 係 数 変 更 分 を 増 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場の う ち 、 労 務 費 の 補 正 係 数 変 更 分 を 増 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場の う ち 、 労 務 費 の 補 正 係 数 変 更 分 を 増 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場の う ち 、 労 務 費 の 補 正 係 数 変 更 分 を 増 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場の う ち 、 労 務 費 の 補 正 係 数 変 更 分 を 増 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場の う ち 、 労 務 費 の 補 正 係 数 変 更 分 を 増 額 変 更 す る 。 ま た 、 通 期 の ４ 週 ８ 休 に 満 た な い 場

合 は 、 補 正 係 数 を 除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。 補 正 率 は 、合 は 、 補 正 係 数 を 除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。 補 正 率 は 、合 は 、 補 正 係 数 を 除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。 補 正 率 は 、合 は 、 補 正 係 数 を 除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。 補 正 率 は 、合 は 、 補 正 係 数 を 除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。 補 正 率 は 、合 は 、 補 正 係 数 を 除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。 補 正 率 は 、合 は 、 補 正 係 数 を 除 し 、 請 負 代 金 額 の う ち 、 労 務 費 補 正 分 を 減 額 変 更 す る 。 補 正 率 は 、

「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 を 参 照 す る こ と 。「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 を 参 照 す る こ と 。「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 を 参 照 す る こ と 。「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 を 参 照 す る こ と 。「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 を 参 照 す る こ と 。「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 を 参 照 す る こ と 。「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 を 参 照 す る こ と 。

１９．１９．１９．１９．１９．１９．１９． 情報共有システム活用の試行情報共有システム活用の試行情報共有システム活用の試行情報共有システム活用の試行情報共有システム活用の試行情報共有システム活用の試行情報共有システム活用の試行

１．本工事は、情報共有システム活用の対象工事とする。１．本工事は、情報共有システム活用の対象工事とする。１．本工事は、情報共有システム活用の対象工事とする。１．本工事は、情報共有システム活用の対象工事とする。１．本工事は、情報共有システム活用の対象工事とする。１．本工事は、情報共有システム活用の対象工事とする。１．本工事は、情報共有システム活用の対象工事とする。

２．受注者は、監督員との協議により情報共有システムを活用できる。２．受注者は、監督員との協議により情報共有システムを活用できる。２．受注者は、監督員との協議により情報共有システムを活用できる。２．受注者は、監督員との協議により情報共有システムを活用できる。２．受注者は、監督員との協議により情報共有システムを活用できる。２．受注者は、監督員との協議により情報共有システムを活用できる。２．受注者は、監督員との協議により情報共有システムを活用できる。

３．活用にあたっては、「情報共有システム活用試行要領（建築・設備工事）」及び３．活用にあたっては、「情報共有システム活用試行要領（建築・設備工事）」及び３．活用にあたっては、「情報共有システム活用試行要領（建築・設備工事）」及び３．活用にあたっては、「情報共有システム活用試行要領（建築・設備工事）」及び３．活用にあたっては、「情報共有システム活用試行要領（建築・設備工事）」及び３．活用にあたっては、「情報共有システム活用試行要領（建築・設備工事）」及び３．活用にあたっては、「情報共有システム活用試行要領（建築・設備工事）」及び

「情報共有システム活用の手引き（建築・設備工事）」に基づき行う。「情報共有システム活用の手引き（建築・設備工事）」に基づき行う。「情報共有システム活用の手引き（建築・設備工事）」に基づき行う。「情報共有システム活用の手引き（建築・設備工事）」に基づき行う。「情報共有システム活用の手引き（建築・設備工事）」に基づき行う。「情報共有システム活用の手引き（建築・設備工事）」に基づき行う。「情報共有システム活用の手引き（建築・設備工事）」に基づき行う。

２０．２０．２０．２０．２０．２０．２０． 工事履行報告書の提出について工事履行報告書の提出について工事履行報告書の提出について工事履行報告書の提出について工事履行報告書の提出について工事履行報告書の提出について工事履行報告書の提出について

代わるものが提出され、進捗を確認することができた場合、「工事履行報告書」の代わるものが提出され、進捗を確認することができた場合、「工事履行報告書」の代わるものが提出され、進捗を確認することができた場合、「工事履行報告書」の代わるものが提出され、進捗を確認することができた場合、「工事履行報告書」の代わるものが提出され、進捗を確認することができた場合、「工事履行報告書」の代わるものが提出され、進捗を確認することができた場合、「工事履行報告書」の代わるものが提出され、進捗を確認することができた場合、「工事履行報告書」の

監督職員が工事の進捗管理のために「工事履行報告書」を求めた場合について、これに監督職員が工事の進捗管理のために「工事履行報告書」を求めた場合について、これに監督職員が工事の進捗管理のために「工事履行報告書」を求めた場合について、これに監督職員が工事の進捗管理のために「工事履行報告書」を求めた場合について、これに監督職員が工事の進捗管理のために「工事履行報告書」を求めた場合について、これに監督職員が工事の進捗管理のために「工事履行報告書」を求めた場合について、これに監督職員が工事の進捗管理のために「工事履行報告書」を求めた場合について、これに

提出は不要とする。ただし、契約約款第３４の２において中間前金払金を請求する提出は不要とする。ただし、契約約款第３４の２において中間前金払金を請求する提出は不要とする。ただし、契約約款第３４の２において中間前金払金を請求する提出は不要とする。ただし、契約約款第３４の２において中間前金払金を請求する提出は不要とする。ただし、契約約款第３４の２において中間前金払金を請求する提出は不要とする。ただし、契約約款第３４の２において中間前金払金を請求する提出は不要とする。ただし、契約約款第３４の２において中間前金払金を請求する

提出すること。提出すること。提出すること。提出すること。提出すること。提出すること。提出すること。

場合や、部分払の支払いのために進捗を確認する必要がある場合は、工事履行報告書を場合や、部分払の支払いのために進捗を確認する必要がある場合は、工事履行報告書を場合や、部分払の支払いのために進捗を確認する必要がある場合は、工事履行報告書を場合や、部分払の支払いのために進捗を確認する必要がある場合は、工事履行報告書を場合や、部分払の支払いのために進捗を確認する必要がある場合は、工事履行報告書を場合や、部分払の支払いのために進捗を確認する必要がある場合は、工事履行報告書を場合や、部分払の支払いのために進捗を確認する必要がある場合は、工事履行報告書を

３ ． 部 分 的 交 替 制 （ 試 行 ） に つ い て３ ． 部 分 的 交 替 制 （ 試 行 ） に つ い て３ ． 部 分 的 交 替 制 （ 試 行 ） に つ い て３ ． 部 分 的 交 替 制 （ 試 行 ） に つ い て３ ． 部 分 的 交 替 制 （ 試 行 ） に つ い て３ ． 部 分 的 交 替 制 （ 試 行 ） に つ い て３ ． 部 分 的 交 替 制 （ 試 行 ） に つ い て

受 注 者 は 、 工 事 全 体 の う ち 部 分 的 に 交 替 制 の 実 施 を 希 望 す る 場 合 、 監 督 員 と の 協 議 に よ り受 注 者 は 、 工 事 全 体 の う ち 部 分 的 に 交 替 制 の 実 施 を 希 望 す る 場 合 、 監 督 員 と の 協 議 に よ り受 注 者 は 、 工 事 全 体 の う ち 部 分 的 に 交 替 制 の 実 施 を 希 望 す る 場 合 、 監 督 員 と の 協 議 に よ り受 注 者 は 、 工 事 全 体 の う ち 部 分 的 に 交 替 制 の 実 施 を 希 望 す る 場 合 、 監 督 員 と の 協 議 に よ り受 注 者 は 、 工 事 全 体 の う ち 部 分 的 に 交 替 制 の 実 施 を 希 望 す る 場 合 、 監 督 員 と の 協 議 に よ り受 注 者 は 、 工 事 全 体 の う ち 部 分 的 に 交 替 制 の 実 施 を 希 望 す る 場 合 、 監 督 員 と の 協 議 に よ り受 注 者 は 、 工 事 全 体 の う ち 部 分 的 に 交 替 制 の 実 施 を 希 望 す る 場 合 、 監 督 員 と の 協 議 に よ り

交 替 制 を 実 施 す る こ と が で き る 。 部 分 的 交 替 制 を 実 施 で き る 期 間 は １ カ 月 間 と す る 。交 替 制 を 実 施 す る こ と が で き る 。 部 分 的 交 替 制 を 実 施 で き る 期 間 は １ カ 月 間 と す る 。交 替 制 を 実 施 す る こ と が で き る 。 部 分 的 交 替 制 を 実 施 で き る 期 間 は １ カ 月 間 と す る 。交 替 制 を 実 施 す る こ と が で き る 。 部 分 的 交 替 制 を 実 施 で き る 期 間 は １ カ 月 間 と す る 。交 替 制 を 実 施 す る こ と が で き る 。 部 分 的 交 替 制 を 実 施 で き る 期 間 は １ カ 月 間 と す る 。交 替 制 を 実 施 す る こ と が で き る 。 部 分 的 交 替 制 を 実 施 で き る 期 間 は １ カ 月 間 と す る 。交 替 制 を 実 施 す る こ と が で き る 。 部 分 的 交 替 制 を 実 施 で き る 期 間 は １ カ 月 間 と す る 。

４ ． そ の 他４ ． そ の 他４ ． そ の 他４ ． そ の 他４ ． そ の 他４ ． そ の 他４ ． そ の 他

（ １ ） 発 注 者 は 、 労 働 安 全 衛 生 法 に 基 づ き 指 名 す る 総 括 安 全 衛 生 管 理 義 務 者 が 現 場（ １ ） 発 注 者 は 、 労 働 安 全 衛 生 法 に 基 づ き 指 名 す る 総 括 安 全 衛 生 管 理 義 務 者 が 現 場（ １ ） 発 注 者 は 、 労 働 安 全 衛 生 法 に 基 づ き 指 名 す る 総 括 安 全 衛 生 管 理 義 務 者 が 現 場（ １ ） 発 注 者 は 、 労 働 安 全 衛 生 法 に 基 づ き 指 名 す る 総 括 安 全 衛 生 管 理 義 務 者 が 現 場（ １ ） 発 注 者 は 、 労 働 安 全 衛 生 法 に 基 づ き 指 名 す る 総 括 安 全 衛 生 管 理 義 務 者 が 現 場（ １ ） 発 注 者 は 、 労 働 安 全 衛 生 法 に 基 づ き 指 名 す る 総 括 安 全 衛 生 管 理 義 務 者 が 現 場（ １ ） 発 注 者 は 、 労 働 安 全 衛 生 法 に 基 づ き 指 名 す る 総 括 安 全 衛 生 管 理 義 務 者 が 現 場

休 息 と な る 日 に 、 そ の 職 務 を 行 う 代 理 者 を あ わ せ て 指 名 す る 。休 息 と な る 日 に 、 そ の 職 務 を 行 う 代 理 者 を あ わ せ て 指 名 す る 。休 息 と な る 日 に 、 そ の 職 務 を 行 う 代 理 者 を あ わ せ て 指 名 す る 。休 息 と な る 日 に 、 そ の 職 務 を 行 う 代 理 者 を あ わ せ て 指 名 す る 。休 息 と な る 日 に 、 そ の 職 務 を 行 う 代 理 者 を あ わ せ て 指 名 す る 。休 息 と な る 日 に 、 そ の 職 務 を 行 う 代 理 者 を あ わ せ て 指 名 す る 。休 息 と な る 日 に 、 そ の 職 務 を 行 う 代 理 者 を あ わ せ て 指 名 す る 。

（ ２ ） 「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 に 基 づ き 実 施 す る こ と 。（ ２ ） 「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 に 基 づ き 実 施 す る こ と 。（ ２ ） 「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 に 基 づ き 実 施 す る こ と 。（ ２ ） 「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 に 基 づ き 実 施 す る こ と 。（ ２ ） 「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 に 基 づ き 実 施 す る こ と 。（ ２ ） 「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 に 基 づ き 実 施 す る こ と 。（ ２ ） 「 福 岡 市 営 繕 工 事 に お け る 週 休 ２ 日 工 事 実 施 要 領 」 に 基 づ き 実 施 す る こ と 。

（ 福 岡 市 ホ ー ム ＞ 創 業 ・ 産 業 ・ ビ ジ ネ ス ＞ 公 共 工 事 ・ 技 術 情 報 ＞（ 福 岡 市 ホ ー ム ＞ 創 業 ・ 産 業 ・ ビ ジ ネ ス ＞ 公 共 工 事 ・ 技 術 情 報 ＞（ 福 岡 市 ホ ー ム ＞ 創 業 ・ 産 業 ・ ビ ジ ネ ス ＞ 公 共 工 事 ・ 技 術 情 報 ＞（ 福 岡 市 ホ ー ム ＞ 創 業 ・ 産 業 ・ ビ ジ ネ ス ＞ 公 共 工 事 ・ 技 術 情 報 ＞（ 福 岡 市 ホ ー ム ＞ 創 業 ・ 産 業 ・ ビ ジ ネ ス ＞ 公 共 工 事 ・ 技 術 情 報 ＞（ 福 岡 市 ホ ー ム ＞ 創 業 ・ 産 業 ・ ビ ジ ネ ス ＞ 公 共 工 事 ・ 技 術 情 報 ＞（ 福 岡 市 ホ ー ム ＞ 創 業 ・ 産 業 ・ ビ ジ ネ ス ＞ 公 共 工 事 ・ 技 術 情 報 ＞

公 共 工 事 の 技 術 監 理 関 連 ＞ 公 共 工 事 の 技 術 監 理 ＞ 週 休 ２ 日 工 事 ）公 共 工 事 の 技 術 監 理 関 連 ＞ 公 共 工 事 の 技 術 監 理 ＞ 週 休 ２ 日 工 事 ）公 共 工 事 の 技 術 監 理 関 連 ＞ 公 共 工 事 の 技 術 監 理 ＞ 週 休 ２ 日 工 事 ）公 共 工 事 の 技 術 監 理 関 連 ＞ 公 共 工 事 の 技 術 監 理 ＞ 週 休 ２ 日 工 事 ）公 共 工 事 の 技 術 監 理 関 連 ＞ 公 共 工 事 の 技 術 監 理 ＞ 週 休 ２ 日 工 事 ）公 共 工 事 の 技 術 監 理 関 連 ＞ 公 共 工 事 の 技 術 監 理 ＞ 週 休 ２ 日 工 事 ）公 共 工 事 の 技 術 監 理 関 連 ＞ 公 共 工 事 の 技 術 監 理 ＞ 週 休 ２ 日 工 事 ）

２１．２１．２１．２１．２１．２１．２１． 遠隔臨場について遠隔臨場について遠隔臨場について遠隔臨場について遠隔臨場について遠隔臨場について遠隔臨場について

１．遠隔臨場の対象工事について１．遠隔臨場の対象工事について１．遠隔臨場の対象工事について１．遠隔臨場の対象工事について１．遠隔臨場の対象工事について１．遠隔臨場の対象工事について１．遠隔臨場の対象工事について

本工事は、建設現場の遠隔臨場の対象工事である。本工事は、建設現場の遠隔臨場の対象工事である。本工事は、建設現場の遠隔臨場の対象工事である。本工事は、建設現場の遠隔臨場の対象工事である。本工事は、建設現場の遠隔臨場の対象工事である。本工事は、建設現場の遠隔臨場の対象工事である。本工事は、建設現場の遠隔臨場の対象工事である。

実施については、工事契約後に受発注者間で協議し決定する。実施については、工事契約後に受発注者間で協議し決定する。実施については、工事契約後に受発注者間で協議し決定する。実施については、工事契約後に受発注者間で協議し決定する。実施については、工事契約後に受発注者間で協議し決定する。実施については、工事契約後に受発注者間で協議し決定する。実施については、工事契約後に受発注者間で協議し決定する。

２．実施内容２．実施内容２．実施内容２．実施内容２．実施内容２．実施内容２．実施内容

工事受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb会議工事受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb会議工事受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb会議工事受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb会議工事受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb会議工事受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb会議工事受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb会議

システム等を利用して配信し、「監督員の立会い」、「監督員と協議」、システム等を利用して配信し、「監督員の立会い」、「監督員と協議」、システム等を利用して配信し、「監督員の立会い」、「監督員と協議」、システム等を利用して配信し、「監督員の立会い」、「監督員と協議」、システム等を利用して配信し、「監督員の立会い」、「監督員と協議」、システム等を利用して配信し、「監督員の立会い」、「監督員と協議」、システム等を利用して配信し、「監督員の立会い」、「監督員と協議」、

「監督員の検査」及び「関連工事等の調整」（以下、「監督員の立会い等」「監督員の検査」及び「関連工事等の調整」（以下、「監督員の立会い等」「監督員の検査」及び「関連工事等の調整」（以下、「監督員の立会い等」「監督員の検査」及び「関連工事等の調整」（以下、「監督員の立会い等」「監督員の検査」及び「関連工事等の調整」（以下、「監督員の立会い等」「監督員の検査」及び「関連工事等の調整」（以下、「監督員の立会い等」「監督員の検査」及び「関連工事等の調整」（以下、「監督員の立会い等」

という。）を実施するものである。という。）を実施するものである。という。）を実施するものである。という。）を実施するものである。という。）を実施するものである。という。）を実施するものである。という。）を実施するものである。

実施内容については、受発注者間で協議するものとする。実施内容については、受発注者間で協議するものとする。実施内容については、受発注者間で協議するものとする。実施内容については、受発注者間で協議するものとする。実施内容については、受発注者間で協議するものとする。実施内容については、受発注者間で協議するものとする。実施内容については、受発注者間で協議するものとする。

（１）「監督員の立会い等」の実施（１）「監督員の立会い等」の実施（１）「監督員の立会い等」の実施（１）「監督員の立会い等」の実施（１）「監督員の立会い等」の実施（１）「監督員の立会い等」の実施（１）「監督員の立会い等」の実施

（２）機器の手配（２）機器の手配（２）機器の手配（２）機器の手配（２）機器の手配（２）機器の手配（２）機器の手配

協議の上、工事受注者が手配するものとする。これによらない場合は受発注者協議の上、工事受注者が手配するものとする。これによらない場合は受発注者協議の上、工事受注者が手配するものとする。これによらない場合は受発注者協議の上、工事受注者が手配するものとする。これによらない場合は受発注者協議の上、工事受注者が手配するものとする。これによらない場合は受発注者協議の上、工事受注者が手配するものとする。これによらない場合は受発注者協議の上、工事受注者が手配するものとする。これによらない場合は受発注者

間で協議し決定するものとする。間で協議し決定するものとする。間で協議し決定するものとする。間で協議し決定するものとする。間で協議し決定するものとする。間で協議し決定するものとする。間で協議し決定するものとする。

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やＷｅｂ会議システム等は受発注者間で遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やＷｅｂ会議システム等は受発注者間で遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やＷｅｂ会議システム等は受発注者間で遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やＷｅｂ会議システム等は受発注者間で遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やＷｅｂ会議システム等は受発注者間で遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やＷｅｂ会議システム等は受発注者間で遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やＷｅｂ会議システム等は受発注者間で

（３）費用（３）費用（３）費用（３）費用（３）費用（３）費用（３）費用

遠隔臨場の対象工事となる場合、費用については発注者負担とし、請負代金額を遠隔臨場の対象工事となる場合、費用については発注者負担とし、請負代金額を遠隔臨場の対象工事となる場合、費用については発注者負担とし、請負代金額を遠隔臨場の対象工事となる場合、費用については発注者負担とし、請負代金額を遠隔臨場の対象工事となる場合、費用については発注者負担とし、請負代金額を遠隔臨場の対象工事となる場合、費用については発注者負担とし、請負代金額を遠隔臨場の対象工事となる場合、費用については発注者負担とし、請負代金額を

（４）不正行為（４）不正行為（４）不正行為（４）不正行為（４）不正行為（４）不正行為（４）不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等は行わないこと。遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等は行わないこと。遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等は行わないこと。遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等は行わないこと。遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等は行わないこと。遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等は行わないこと。遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等は行わないこと。

増額変更する。増額変更する。増額変更する。増額変更する。増額変更する。増額変更する。増額変更する。

２２．２２．２２．２２．２２．２２．２２． ウィークリースタンスの実施についてウィークリースタンスの実施についてウィークリースタンスの実施についてウィークリースタンスの実施についてウィークリースタンスの実施についてウィークリースタンスの実施についてウィークリースタンスの実施について

本工事は、ウィークリースタンスの対象工事である。本工事は、ウィークリースタンスの対象工事である。本工事は、ウィークリースタンスの対象工事である。本工事は、ウィークリースタンスの対象工事である。本工事は、ウィークリースタンスの対象工事である。本工事は、ウィークリースタンスの対象工事である。本工事は、ウィークリースタンスの対象工事である。

実施にあたっては、福岡市役所ホームページ掲載の「ウィークリースタンス実施要領実施にあたっては、福岡市役所ホームページ掲載の「ウィークリースタンス実施要領実施にあたっては、福岡市役所ホームページ掲載の「ウィークリースタンス実施要領実施にあたっては、福岡市役所ホームページ掲載の「ウィークリースタンス実施要領実施にあたっては、福岡市役所ホームページ掲載の「ウィークリースタンス実施要領実施にあたっては、福岡市役所ホームページ掲載の「ウィークリースタンス実施要領実施にあたっては、福岡市役所ホームページ掲載の「ウィークリースタンス実施要領

（工事）」に基づき実施するものとする。（工事）」に基づき実施するものとする。（工事）」に基づき実施するものとする。（工事）」に基づき実施するものとする。（工事）」に基づき実施するものとする。（工事）」に基づき実施するものとする。（工事）」に基づき実施するものとする。

Ｒ ０ ７ ． ０ ４Ｒ ０ ７ ． ０ ４Ｒ ０ ７ ． ０ ４Ｒ ０ ７ ． ０ ４Ｒ ０ ７ ． ０ ４Ｒ ０ ７ ． ０ ４Ｒ ０ ７ ． ０ ４



福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課福 岡 市 財 政 局 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部  設 備 課

工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名

図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事

日 付 Ｒ ７ ． ４日 付 Ｒ ７ ． ４日 付 Ｒ ７ ． ４日 付 Ｒ ７ ． ４日 付 Ｒ ７ ． ４日 付 Ｒ ７ ． ４日 付 Ｒ ７ ． ４

電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ３ ）電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ３ ）電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ３ ）電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ３ ）電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ３ ）電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ３ ）電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 （ ３ ）

Ｅ -０ ３Ｅ -０ ３Ｅ -０ ３Ｅ -０ ３Ｅ -０ ３Ｅ -０ ３Ｅ -０ ３

Ｒ ０ ７ ． ０ ４Ｒ ０ ７ ． ０ ４Ｒ ０ ７ ． ０ ４Ｒ ０ ７ ． ０ ４Ｒ ０ ７ ． ０ ４Ｒ ０ ７ ． ０ ４Ｒ ０ ７ ． ０ ４

２３．２３．２３．２３．２３．２３．２３． 石綿有無の事前調査及び調査結果報告について石綿有無の事前調査及び調査結果報告について石綿有無の事前調査及び調査結果報告について石綿有無の事前調査及び調査結果報告について石綿有無の事前調査及び調査結果報告について石綿有無の事前調査及び調査結果報告について石綿有無の事前調査及び調査結果報告について

１．石綿有無の事前調査について（該当する場合○印）１．石綿有無の事前調査について（該当する場合○印）１．石綿有無の事前調査について（該当する場合○印）１．石綿有無の事前調査について（該当する場合○印）１．石綿有無の事前調査について（該当する場合○印）１．石綿有無の事前調査について（該当する場合○印）１．石綿有無の事前調査について（該当する場合○印）

・本工事は、石綿有無の事前調査が必要な工事である。・本工事は、石綿有無の事前調査が必要な工事である。・本工事は、石綿有無の事前調査が必要な工事である。・本工事は、石綿有無の事前調査が必要な工事である。・本工事は、石綿有無の事前調査が必要な工事である。・本工事は、石綿有無の事前調査が必要な工事である。・本工事は、石綿有無の事前調査が必要な工事である。

事前調査は、法令で定められた有資格者が実施すること。事前調査は、法令で定められた有資格者が実施すること。事前調査は、法令で定められた有資格者が実施すること。事前調査は、法令で定められた有資格者が実施すること。事前調査は、法令で定められた有資格者が実施すること。事前調査は、法令で定められた有資格者が実施すること。事前調査は、法令で定められた有資格者が実施すること。

２．事前調査結果の報告について２．事前調査結果の報告について２．事前調査結果の報告について２．事前調査結果の報告について２．事前調査結果の報告について２．事前調査結果の報告について２．事前調査結果の報告について

（１）石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び福岡市環境局へ（１）石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び福岡市環境局へ（１）石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び福岡市環境局へ（１）石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び福岡市環境局へ（１）石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び福岡市環境局へ（１）石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び福岡市環境局へ（１）石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び福岡市環境局へ

報告を行うこと。報告を行うこと。報告を行うこと。報告を行うこと。報告を行うこと。報告を行うこと。報告を行うこと。

（２）作業開始前に事前調査結果を監督員に書面で説明すること。（２）作業開始前に事前調査結果を監督員に書面で説明すること。（２）作業開始前に事前調査結果を監督員に書面で説明すること。（２）作業開始前に事前調査結果を監督員に書面で説明すること。（２）作業開始前に事前調査結果を監督員に書面で説明すること。（２）作業開始前に事前調査結果を監督員に書面で説明すること。（２）作業開始前に事前調査結果を監督員に書面で説明すること。

（３）事前調査の結果を現場に掲示すること。（Ａ３サイズ以上）（３）事前調査の結果を現場に掲示すること。（Ａ３サイズ以上）（３）事前調査の結果を現場に掲示すること。（Ａ３サイズ以上）（３）事前調査の結果を現場に掲示すること。（Ａ３サイズ以上）（３）事前調査の結果を現場に掲示すること。（Ａ３サイズ以上）（３）事前調査の結果を現場に掲示すること。（Ａ３サイズ以上）（３）事前調査の結果を現場に掲示すること。（Ａ３サイズ以上）

（４）事前調査に係る費用は本工事に含む。ただし、事前調査において石綿分析（４）事前調査に係る費用は本工事に含む。ただし、事前調査において石綿分析（４）事前調査に係る費用は本工事に含む。ただし、事前調査において石綿分析（４）事前調査に係る費用は本工事に含む。ただし、事前調査において石綿分析（４）事前調査に係る費用は本工事に含む。ただし、事前調査において石綿分析（４）事前調査に係る費用は本工事に含む。ただし、事前調査において石綿分析（４）事前調査に係る費用は本工事に含む。ただし、事前調査において石綿分析

監督員と協議すること。監督員と協議すること。監督員と協議すること。監督員と協議すること。監督員と協議すること。監督員と協議すること。監督員と協議すること。

調査の必要が生じた場合や、図面に記載のない石綿除去工事が生じた場合は、調査の必要が生じた場合や、図面に記載のない石綿除去工事が生じた場合は、調査の必要が生じた場合や、図面に記載のない石綿除去工事が生じた場合は、調査の必要が生じた場合や、図面に記載のない石綿除去工事が生じた場合は、調査の必要が生じた場合や、図面に記載のない石綿除去工事が生じた場合は、調査の必要が生じた場合や、図面に記載のない石綿除去工事が生じた場合は、調査の必要が生じた場合や、図面に記載のない石綿除去工事が生じた場合は、

交通誘導警備員の労働災害防止の徹底について交通誘導警備員の労働災害防止の徹底について交通誘導警備員の労働災害防止の徹底について交通誘導警備員の労働災害防止の徹底について交通誘導警備員の労働災害防止の徹底について交通誘導警備員の労働災害防止の徹底について交通誘導警備員の労働災害防止の徹底について

警備契約書及び警備計画書等で取り決めた警備業務の範囲に基づき、交通誘導警備員の警備契約書及び警備計画書等で取り決めた警備業務の範囲に基づき、交通誘導警備員の警備契約書及び警備計画書等で取り決めた警備業務の範囲に基づき、交通誘導警備員の警備契約書及び警備計画書等で取り決めた警備業務の範囲に基づき、交通誘導警備員の警備契約書及び警備計画書等で取り決めた警備業務の範囲に基づき、交通誘導警備員の警備契約書及び警備計画書等で取り決めた警備業務の範囲に基づき、交通誘導警備員の警備契約書及び警備計画書等で取り決めた警備業務の範囲に基づき、交通誘導警備員の

労働災害防止の徹底を図ること。労働災害防止の徹底を図ること。労働災害防止の徹底を図ること。労働災害防止の徹底を図ること。労働災害防止の徹底を図ること。労働災害防止の徹底を図ること。労働災害防止の徹底を図ること。

猛暑による作業不能日数猛暑による作業不能日数猛暑による作業不能日数猛暑による作業不能日数猛暑による作業不能日数猛暑による作業不能日数猛暑による作業不能日数

１．猛暑による作業不能日数について（該当事項〇印）１．猛暑による作業不能日数について（該当事項〇印）１．猛暑による作業不能日数について（該当事項〇印）１．猛暑による作業不能日数について（該当事項〇印）１．猛暑による作業不能日数について（該当事項〇印）１．猛暑による作業不能日数について（該当事項〇印）１．猛暑による作業不能日数について（該当事項〇印）

・本工事は、猛暑による作業不能日数を○日間見込んでいる。なお、気象状況により・本工事は、猛暑による作業不能日数を○日間見込んでいる。なお、気象状況により・本工事は、猛暑による作業不能日数を○日間見込んでいる。なお、気象状況により・本工事は、猛暑による作業不能日数を○日間見込んでいる。なお、気象状況により・本工事は、猛暑による作業不能日数を○日間見込んでいる。なお、気象状況により・本工事は、猛暑による作業不能日数を○日間見込んでいる。なお、気象状況により・本工事は、猛暑による作業不能日数を○日間見込んでいる。なお、気象状況により

工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間

において、環境省が公表する九州地方_福岡_福岡地点におけるＷＢＧＴ値が３１において、環境省が公表する九州地方_福岡_福岡地点におけるＷＢＧＴ値が３１において、環境省が公表する九州地方_福岡_福岡地点におけるＷＢＧＴ値が３１において、環境省が公表する九州地方_福岡_福岡地点におけるＷＢＧＴ値が３１において、環境省が公表する九州地方_福岡_福岡地点におけるＷＢＧＴ値が３１において、環境省が公表する九州地方_福岡_福岡地点におけるＷＢＧＴ値が３１において、環境省が公表する九州地方_福岡_福岡地点におけるＷＢＧＴ値が３１

以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、または現場を閉所した以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、または現場を閉所した以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、または現場を閉所した以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、または現場を閉所した以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、または現場を閉所した以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、または現場を閉所した以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、または現場を閉所した

時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が

当初見込んだ日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長当初見込んだ日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長当初見込んだ日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長当初見込んだ日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長当初見込んだ日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長当初見込んだ日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長当初見込んだ日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長

・本工事は、猛暑による作業不能日数を当初の工期には見込まず、建設工事請負・本工事は、猛暑による作業不能日数を当初の工期には見込まず、建設工事請負・本工事は、猛暑による作業不能日数を当初の工期には見込まず、建設工事請負・本工事は、猛暑による作業不能日数を当初の工期には見込まず、建設工事請負・本工事は、猛暑による作業不能日数を当初の工期には見込まず、建設工事請負・本工事は、猛暑による作業不能日数を当初の工期には見込まず、建設工事請負・本工事は、猛暑による作業不能日数を当初の工期には見込まず、建設工事請負

契約書契約条項第２１条に基づき、受注者からの請求により協議する。契約書契約条項第２１条に基づき、受注者からの請求により協議する。契約書契約条項第２１条に基づき、受注者からの請求により協議する。契約書契約条項第２１条に基づき、受注者からの請求により協議する。契約書契約条項第２１条に基づき、受注者からの請求により協議する。契約書契約条項第２１条に基づき、受注者からの請求により協議する。契約書契約条項第２１条に基づき、受注者からの請求により協議する。

変更を協議することができる。変更を協議することができる。変更を協議することができる。変更を協議することができる。変更を協議することができる。変更を協議することができる。変更を協議することができる。

現場環境改善（快適トイレの設置の試行）現場環境改善（快適トイレの設置の試行）現場環境改善（快適トイレの設置の試行）現場環境改善（快適トイレの設置の試行）現場環境改善（快適トイレの設置の試行）現場環境改善（快適トイレの設置の試行）現場環境改善（快適トイレの設置の試行）

１．内容１．内容１．内容１．内容１．内容１．内容１．内容

受注者は、現場に仮設トイレを設置する場合には以下の（１）～（１１）の仕様を受注者は、現場に仮設トイレを設置する場合には以下の（１）～（１１）の仕様を受注者は、現場に仮設トイレを設置する場合には以下の（１）～（１１）の仕様を受注者は、現場に仮設トイレを設置する場合には以下の（１）～（１１）の仕様を受注者は、現場に仮設トイレを設置する場合には以下の（１）～（１１）の仕様を受注者は、現場に仮設トイレを設置する場合には以下の（１）～（１１）の仕様を受注者は、現場に仮設トイレを設置する場合には以下の（１）～（１１）の仕様を

満たす快適トイレの設置に努めること。（１１）～（１７）については、満たす快適トイレの設置に努めること。（１１）～（１７）については、満たす快適トイレの設置に努めること。（１１）～（１７）については、満たす快適トイレの設置に努めること。（１１）～（１７）については、満たす快適トイレの設置に努めること。（１１）～（１７）については、満たす快適トイレの設置に努めること。（１１）～（１７）については、満たす快適トイレの設置に努めること。（１１）～（１７）については、

満たしていればより快適に使用できると思われる事項あり、必須ではない。満たしていればより快適に使用できると思われる事項あり、必須ではない。満たしていればより快適に使用できると思われる事項あり、必須ではない。満たしていればより快適に使用できると思われる事項あり、必須ではない。満たしていればより快適に使用できると思われる事項あり、必須ではない。満たしていればより快適に使用できると思われる事項あり、必須ではない。満たしていればより快適に使用できると思われる事項あり、必須ではない。

（３）臭い逆流防止機能（３）臭い逆流防止機能（３）臭い逆流防止機能（３）臭い逆流防止機能（３）臭い逆流防止機能（３）臭い逆流防止機能（３）臭い逆流防止機能

（４）容易に開かない施錠機能（４）容易に開かない施錠機能（４）容易に開かない施錠機能（４）容易に開かない施錠機能（４）容易に開かない施錠機能（４）容易に開かない施錠機能（４）容易に開かない施錠機能

（２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）（２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）（２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）（２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）（２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）（２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）（２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）

（１）洋式便器（１）洋式便器（１）洋式便器（１）洋式便器（１）洋式便器（１）洋式便器（１）洋式便器

①快適トイレに求める機能①快適トイレに求める機能①快適トイレに求める機能①快適トイレに求める機能①快適トイレに求める機能①快適トイレに求める機能①快適トイレに求める機能

（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

（８）入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）（８）入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）（８）入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）（８）入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）（８）入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）（８）入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）（８）入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）

②　推奨する仕様、付属品②　推奨する仕様、付属品②　推奨する仕様、付属品②　推奨する仕様、付属品②　推奨する仕様、付属品②　推奨する仕様、付属品②　推奨する仕様、付属品

（５）照明設備（５）照明設備（５）照明設備（５）照明設備（５）照明設備（５）照明設備（５）照明設備

（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等( 耐荷重を５kg以上とする)（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等( 耐荷重を５kg以上とする)（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等( 耐荷重を５kg以上とする)（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等( 耐荷重を５kg以上とする)（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等( 耐荷重を５kg以上とする)（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等( 耐荷重を５kg以上とする)（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等( 耐荷重を５kg以上とする)

【付属品として備えるもの】【付属品として備えるもの】【付属品として備えるもの】【付属品として備えるもの】【付属品として備えるもの】【付属品として備えるもの】【付属品として備えるもの】

（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）

（１０）鏡と手洗器（１０）鏡と手洗器（１０）鏡と手洗器（１０）鏡と手洗器（１０）鏡と手洗器（１０）鏡と手洗器（１０）鏡と手洗器

（１３）擬音装置（機能を含む）（１３）擬音装置（機能を含む）（１３）擬音装置（機能を含む）（１３）擬音装置（機能を含む）（１３）擬音装置（機能を含む）（１３）擬音装置（機能を含む）（１３）擬音装置（機能を含む）

（１４）着替え台（１４）着替え台（１４）着替え台（１４）着替え台（１４）着替え台（１４）着替え台（１４）着替え台

（１５）臭気対策機能の多重化（１５）臭気対策機能の多重化（１５）臭気対策機能の多重化（１５）臭気対策機能の多重化（１５）臭気対策機能の多重化（１５）臭気対策機能の多重化（１５）臭気対策機能の多重化

（１６）室内温度の調整が可能な設備（１６）室内温度の調整が可能な設備（１６）室内温度の調整が可能な設備（１６）室内温度の調整が可能な設備（１６）室内温度の調整が可能な設備（１６）室内温度の調整が可能な設備（１６）室内温度の調整が可能な設備

（１７）小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場等）（１７）小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場等）（１７）小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場等）（１７）小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場等）（１７）小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場等）（１７）小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場等）（１７）小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場等）

（１２）室内寸法９００ｍｍ×９００ｍｍ以上（面積ではない）（１２）室内寸法９００ｍｍ×９００ｍｍ以上（面積ではない）（１２）室内寸法９００ｍｍ×９００ｍｍ以上（面積ではない）（１２）室内寸法９００ｍｍ×９００ｍｍ以上（面積ではない）（１２）室内寸法９００ｍｍ×９００ｍｍ以上（面積ではない）（１２）室内寸法９００ｍｍ×９００ｍｍ以上（面積ではない）（１２）室内寸法９００ｍｍ×９００ｍｍ以上（面積ではない）

２．快適トイレに要する費用２．快適トイレに要する費用２．快適トイレに要する費用２．快適トイレに要する費用２．快適トイレに要する費用２．快適トイレに要する費用２．快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類

（見積書も含む）を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議する。（見積書も含む）を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議する。（見積書も含む）を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議する。（見積書も含む）を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議する。（見積書も含む）を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議する。（見積書も含む）を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議する。（見積書も含む）を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議する。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとする。また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとする。また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとする。また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとする。また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとする。また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとする。また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事までとする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事までとする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事までとする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事までとする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事までとする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事までとする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事までとする。

（１１）便座除菌クリーナー等の衛生用品（１１）便座除菌クリーナー等の衛生用品（１１）便座除菌クリーナー等の衛生用品（１１）便座除菌クリーナー等の衛生用品（１１）便座除菌クリーナー等の衛生用品（１１）便座除菌クリーナー等の衛生用品（１１）便座除菌クリーナー等の衛生用品

石綿除去工事について石綿除去工事について石綿除去工事について石綿除去工事について石綿除去工事について石綿除去工事について石綿除去工事について

１．石綿除去工事の有無について（該当する場合○印）１．石綿除去工事の有無について（該当する場合○印）１．石綿除去工事の有無について（該当する場合○印）１．石綿除去工事の有無について（該当する場合○印）１．石綿除去工事の有無について（該当する場合○印）１．石綿除去工事の有無について（該当する場合○印）１．石綿除去工事の有無について（該当する場合○印）

・本工事は、石綿の除去が必要な工事である。・本工事は、石綿の除去が必要な工事である。・本工事は、石綿の除去が必要な工事である。・本工事は、石綿の除去が必要な工事である。・本工事は、石綿の除去が必要な工事である。・本工事は、石綿の除去が必要な工事である。・本工事は、石綿の除去が必要な工事である。

２．石綿除去工事の仕様について２．石綿除去工事の仕様について２．石綿除去工事の仕様について２．石綿除去工事の仕様について２．石綿除去工事の仕様について２．石綿除去工事の仕様について２．石綿除去工事の仕様について

２４．２４．２４．２４．２４．２４．２４．

２６．２６．２６．２６．２６．２６．２６．

２７．２７．２７．２７．２７．２７．２７．

２８．２８．２８．２８．２８．２８．２８．

・（　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　）調査範囲調査範囲調査範囲調査範囲調査範囲調査範囲調査範囲 ※図面図示による（施工範囲）※図面図示による（施工範囲）※図面図示による（施工範囲）※図面図示による（施工範囲）※図面図示による（施工範囲）※図面図示による（施工範囲）※図面図示による（施工範囲）

石綿含有建材の除去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う石綿含有建材の除去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う石綿含有建材の除去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う石綿含有建材の除去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う石綿含有建材の除去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う石綿含有建材の除去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う石綿含有建材の除去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う

調査結果は図面により記録し、監督員に提出する。調査結果は図面により記録し、監督員に提出する。調査結果は図面により記録し、監督員に提出する。調査結果は図面により記録し、監督員に提出する。調査結果は図面により記録し、監督員に提出する。調査結果は図面により記録し、監督員に提出する。調査結果は図面により記録し、監督員に提出する。

（１）石綿含有建材使用部位の確認（１）石綿含有建材使用部位の確認（１）石綿含有建材使用部位の確認（１）石綿含有建材使用部位の確認（１）石綿含有建材使用部位の確認（１）石綿含有建材使用部位の確認（１）石綿含有建材使用部位の確認

（２）石綿含有建材の種別、厚さ等の確認（２）石綿含有建材の種別、厚さ等の確認（２）石綿含有建材の種別、厚さ等の確認（２）石綿含有建材の種別、厚さ等の確認（２）石綿含有建材の種別、厚さ等の確認（２）石綿含有建材の種別、厚さ等の確認（２）石綿含有建材の種別、厚さ等の確認

監督員と協議する。除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある監督員と協議する。除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある監督員と協議する。除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある監督員と協議する。除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある監督員と協議する。除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある監督員と協議する。除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある監督員と協議する。除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある

場合はその規制に従う。場合はその規制に従う。場合はその規制に従う。場合はその規制に従う。場合はその規制に従う。場合はその規制に従う。場合はその規制に従う。

1111111（１）除去工事共通事項（１）除去工事共通事項（１）除去工事共通事項（１）除去工事共通事項（１）除去工事共通事項（１）除去工事共通事項（１）除去工事共通事項

（２）施工調査（２）施工調査（２）施工調査（２）施工調査（２）施工調査（２）施工調査（２）施工調査

（３）石綿含有外壁仕上塗材の除去（３）石綿含有外壁仕上塗材の除去（３）石綿含有外壁仕上塗材の除去（３）石綿含有外壁仕上塗材の除去（３）石綿含有外壁仕上塗材の除去（３）石綿含有外壁仕上塗材の除去（３）石綿含有外壁仕上塗材の除去

適用基準　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」（福岡市財政局）適用基準　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」（福岡市財政局）適用基準　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」（福岡市財政局）適用基準　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」（福岡市財政局）適用基準　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」（福岡市財政局）適用基準　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」（福岡市財政局）適用基準　※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」（福岡市財政局）

石綿含有建材除去後の仕上げ工事　※図面図示による石綿含有建材除去後の仕上げ工事　※図面図示による石綿含有建材除去後の仕上げ工事　※図面図示による石綿含有建材除去後の仕上げ工事　※図面図示による石綿含有建材除去後の仕上げ工事　※図面図示による石綿含有建材除去後の仕上げ工事　※図面図示による石綿含有建材除去後の仕上げ工事　※図面図示による

石綿作業主任者、特別管理産業廃棄物管理責任者を選定した際は、資格証明書の石綿作業主任者、特別管理産業廃棄物管理責任者を選定した際は、資格証明書の石綿作業主任者、特別管理産業廃棄物管理責任者を選定した際は、資格証明書の石綿作業主任者、特別管理産業廃棄物管理責任者を選定した際は、資格証明書の石綿作業主任者、特別管理産業廃棄物管理責任者を選定した際は、資格証明書の石綿作業主任者、特別管理産業廃棄物管理責任者を選定した際は、資格証明書の石綿作業主任者、特別管理産業廃棄物管理責任者を選定した際は、資格証明書の

写しに工事履歴書を添付して監督員に提出し、承諾を受ける。写しに工事履歴書を添付して監督員に提出し、承諾を受ける。写しに工事履歴書を添付して監督員に提出し、承諾を受ける。写しに工事履歴書を添付して監督員に提出し、承諾を受ける。写しに工事履歴書を添付して監督員に提出し、承諾を受ける。写しに工事履歴書を添付して監督員に提出し、承諾を受ける。写しに工事履歴書を添付して監督員に提出し、承諾を受ける。

※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」除去工法除去工法除去工法除去工法除去工法除去工法除去工法

※安定型もしくは管理型最終処分場で石綿含有産業廃棄物として埋立処分※安定型もしくは管理型最終処分場で石綿含有産業廃棄物として埋立処分※安定型もしくは管理型最終処分場で石綿含有産業廃棄物として埋立処分※安定型もしくは管理型最終処分場で石綿含有産業廃棄物として埋立処分※安定型もしくは管理型最終処分場で石綿含有産業廃棄物として埋立処分※安定型もしくは管理型最終処分場で石綿含有産業廃棄物として埋立処分※安定型もしくは管理型最終処分場で石綿含有産業廃棄物として埋立処分処分方法処分方法処分方法処分方法処分方法処分方法処分方法

（３）石綿含有建材使用数量の確認（３）石綿含有建材使用数量の確認（３）石綿含有建材使用数量の確認（３）石綿含有建材使用数量の確認（３）石綿含有建材使用数量の確認（３）石綿含有建材使用数量の確認（３）石綿含有建材使用数量の確認

分析による石綿含有調査分析による石綿含有調査分析による石綿含有調査分析による石綿含有調査分析による石綿含有調査分析による石綿含有調査分析による石綿含有調査 ・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行う（下表による）・行う（下表による）・行う（下表による）・行う（下表による）・行う（下表による）・行う（下表による）・行う（下表による）

・行う（測定個所数（　　　　　箇所））・行う（測定個所数（　　　　　箇所））・行う（測定個所数（　　　　　箇所））・行う（測定個所数（　　　　　箇所））・行う（測定個所数（　　　　　箇所））・行う（測定個所数（　　　　　箇所））・行う（測定個所数（　　　　　箇所））石綿粉じん濃度測定石綿粉じん濃度測定石綿粉じん濃度測定石綿粉じん濃度測定石綿粉じん濃度測定石綿粉じん濃度測定石綿粉じん濃度測定

・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない

測定は、「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」に定める方法をもとに測定は、「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」に定める方法をもとに測定は、「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」に定める方法をもとに測定は、「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」に定める方法をもとに測定は、「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」に定める方法をもとに測定は、「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」に定める方法をもとに測定は、「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」に定める方法をもとに

材　料　名材　料　名材　料　名材　料　名材　料　名材　料　名材　料　名 調査方法調査方法調査方法調査方法調査方法調査方法調査方法 1材料あたりの試料数1材料あたりの試料数1材料あたりの試料数1材料あたりの試料数1材料あたりの試料数1材料あたりの試料数1材料あたりの試料数

※X線回析分析※X線回析分析※X線回析分析※X線回析分析※X線回析分析※X線回析分析※X線回析分析

・・・・・・・
※３※３※３※３※３※３※３

・・・・・・・

建設キャリアアップシステム活用工事について建設キャリアアップシステム活用工事について建設キャリアアップシステム活用工事について建設キャリアアップシステム活用工事について建設キャリアアップシステム活用工事について建設キャリアアップシステム活用工事について建設キャリアアップシステム活用工事について

１．建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事について１．建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事について１．建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事について１．建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事について１．建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事について１．建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事について１．建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事について

・建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事である。・建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事である。・建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事である。・建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事である。・建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事である。・建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事である。・建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事である。

実施にあたっては、「福岡市　建設キャリアアップシステム活用工事　実施要領」実施にあたっては、「福岡市　建設キャリアアップシステム活用工事　実施要領」実施にあたっては、「福岡市　建設キャリアアップシステム活用工事　実施要領」実施にあたっては、「福岡市　建設キャリアアップシステム活用工事　実施要領」実施にあたっては、「福岡市　建設キャリアアップシステム活用工事　実施要領」実施にあたっては、「福岡市　建設キャリアアップシステム活用工事　実施要領」実施にあたっては、「福岡市　建設キャリアアップシステム活用工事　実施要領」

に基づき行うこと。実施要領は、福岡市ホームページの「建設キャリアアップに基づき行うこと。実施要領は、福岡市ホームページの「建設キャリアアップに基づき行うこと。実施要領は、福岡市ホームページの「建設キャリアアップに基づき行うこと。実施要領は、福岡市ホームページの「建設キャリアアップに基づき行うこと。実施要領は、福岡市ホームページの「建設キャリアアップに基づき行うこと。実施要領は、福岡市ホームページの「建設キャリアアップに基づき行うこと。実施要領は、福岡市ホームページの「建設キャリアアップ

システム（ＣＣＵＳ）活用工事」を参照すること。システム（ＣＣＵＳ）活用工事」を参照すること。システム（ＣＣＵＳ）活用工事」を参照すること。システム（ＣＣＵＳ）活用工事」を参照すること。システム（ＣＣＵＳ）活用工事」を参照すること。システム（ＣＣＵＳ）活用工事」を参照すること。システム（ＣＣＵＳ）活用工事」を参照すること。

２５．２５．２５．２５．２５．２５．２５．




